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序
庶
（
以
上
九
十
四
巻
四
号
）

第
一
軍
趨
法
二
四
条
成
立
過
曝
と
瓜
法
・
戸
爾
法
の
「
家
」
制
度

序
節

第
一
節
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｇ
Ｓ
の
初
期
起
草
作
業

第
二
節
Ⅲ
本
政
府
の
起
草
作
業
と
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
／
Ｏ
Ｓ
と
の
交
渉

第
三
節
柵
論
懲
法
制
定
に
側
す
る
三
月
六
Ⅱ
以
降
の
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
／

Ｇ
Ｓ
の
方
針

第
四
節
・
枢
帝
院
で
の
審
議

第
〃
節
市
川
雛
会
・
衆
議
院
で
の
撫
識

第
一
款
本
会
識
・
帝
国
轍
法
改
正
案
委
風
会
（
以
上
九
十
爪
巻

二
Ｍ
万
）

Ⅲ
論
「
家
」
制
度
の
護
持
論
・
改
廃
論
の
パ
タ
ー
ン

鋼
二
秋
「
汽
川
小
委
ｕ
会
」
で
の
瀞
議

戦
後
占
頗
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）

「
家
」
の
廃
止
を
中
心
と
し
て
Ｉ

第
三
款
衆
議
院
本
会
議
の
鎧
終
Ⅲ

第
六
節
帝
国
議
会
・
世
族
院
で
の
審
議

第
一
款
本
会
議
・
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会

第
二
款
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
小
委
員
会
・
そ
の

懇
談
会

第
三
款
貴
族
院
本
会
議
の
雌
終
日
（
以
上
水
弓
）

第
七
節
小
括

第
二
竜
氏
法
改
正
過
程

第
三
承
戸
研
法
改
服
過
恨
の
諸
段
階

第
四
厳
「
家
」
制
度
廃
止
を
起
川
と
す
る
戸
繍
法
改
正

第
Ⅱ
章
人
、
動
態
統
計
の
精
密
化
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
起
囚
と
す

る
戸
厭
法
改
正

結
承

和
川
幹
彦

三
九

Hosei University Repository



（
ａ
）
〈
二
二
／
二
四
条
Ⅱ
反
封
建
制
論
〉
（
あ
る
い
は
単
に
〈
反
封
建
制
論
〉
）

先
ず
第
一
に
、
〈
二
二
／
二
四
条
の
立
法
趣
旨
は
封
建
制
の
打
破
で
あ
る
と
す
る
論
〉
で
あ
る
。
（
本
稿
で
は
仮
に
便
宜
的
に
〈
二
二
／

二
四
条
Ⅱ
反
封
建
制
論
〉
、
あ
る
い
は
単
に
〈
反
封
建
制
論
〉
と
呼
ん
で
お
く
。
）
こ
れ
は
、
封
建
制
／
封
建
的
な
制
度
は
改
廃
す
る
必
要

が
あ
る
と
す
る
そ
の
一
方
で
、
同
じ
論
理
で
一
旦
封
建
的
で
な
い
と
さ
れ
た
制
度
は
改
廃
す
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
後

者
の
例
と
し
て
は
、
前
款
（
１
）
で
見
た
槻
に
、
吉
川
首
相
は
、
「
［
二
二
／
二
四
条
二
項
〕
の
Ⅲ
指
す
所
は
所
訓
封
述
的
巡
制
〔
…
］
を

本
章
、
更
に
次
章
以
後
で
も
、
法
改
正
過
程
に
お
い
て
、
「
家
」
制
度
の
護
持
あ
る
い
は
改
廃
を
主
張
す
る
関
係
者
が
繰
り
返
し
用
い

る
論
法
に
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
の
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
検
出
さ
れ
る
。
前
款
の
衆
議
院
の
本
会
議
・
委
員
会
や
、
次
款
の
「
芦
川
小
委

員
会
」
で
の
審
議
等
に
例
を
求
め
つ
つ
、
本
棚
論
で
擬
皿
し
て
お
き
た
い
。
（
尚
、
忠
法
草
案
二
二
条
は
、
現
行
の
二
四
条
と
な
る
の
で
、

以
下
、
「
二
二
／
二
四
条
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
）

（
脳
）

第
一
章
憲
法
一
一
四
条
成
立
過
程
と
民
法
・
戸
籍
法
の
「
家
」

第
五
節
帝
国
議
会
・
衆
議
院
で
の
審
議
（
承
前
）

補
論
「
家
」
制
度
の
弧
持
論
・
改
廃
論
の
パ
タ
ー
ン

法
学
志
体
節
九
十
ｎ
巻
第
四
号

（
鵬
）

制
度
（
承
前
）

ＰＬＩ 
○ 
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払
拭
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
言
い
、
「
封
建
制
」
と
見
な
さ
れ
な
い
「
戸
主
権
、
家
族
、
相
続
等
の
否
認
は
致
し
ま
せ
ぬ
」
と
結
論
付
け

て
い
る
。
こ
れ
と
正
反
対
の
前
者
の
二
例
は
、
木
村
司
法
大
臣
の
発
言
で
、
先
ず
前
款
（
３
）
所
引
の
木
村
司
法
大
臣
の
加
藤
シ
ヅ
ェ
に

対
す
る
答
弁
は
、
「
［
…
］
戸
主
樅
に
致
し
ま
し
て
も
、
［
…
〕
封
述
的
色
彩
を
持
っ
て
居
る
〔
…
か
ら
…
］
こ
れ
ら
の
点
に
対
し
て
は
十

分
老
噸
し
な
け
れ
ば
柵
成
ら
ぬ
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
次
の
第
六
節
・
第
一
款
（
１
）
所
引
の
発
言
は
、
「
〔
…
］
家
族
制
度
は
、
如
何
に

（
川
）

も
封
述
的
色
彩
を
帯
び
て
居
り
、
幾
多
の
騨
害
を
生
ず
る
。
こ
れ
は
［
…
〕
家
族
制
度
を
雌
く
し
よ
う
〔
マ
マ
〕
と
し
た
所
以
〔
：
．
］
」

・
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）
〈
「
家
」
制
度
の
連
環
関
係
論
〉
（
あ
る
い
は
単
に
〈
述
環
関
係
論
〉
）

第
二
に
、
〈
「
家
」
ｌ
氏
１
戸
主
権
ｌ
家
督
相
続
Ｉ
家
督
相
続
の
相
続
順
位
、
等
々
は
密
接
（
場
合
に
よ
り
不
可
分
）
な
連
環
関
係
に
あ

る
と
す
る
論
〉
で
あ
る
。
（
便
宜
的
に
く
「
家
」
制
度
の
述
環
関
係
論
〉
、
あ
る
い
は
単
に
〈
連
環
関
係
論
〉
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
）
こ
の

論
法
に
依
れ
ば
、
旧
制
度
の
護
持
論
者
は
、
右
記
の
諸
制
度
の
内
の
一
つ
で
も
容
認
す
れ
ば
、
他
の
諸
制
度
、
更
に
法
的
「
家
」
制
度
の

全
体
も
、
全
て
容
認
・
存
慨
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
そ
う
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
得
る
。
次
款
（
２
）
（
３
）
の
原
委
員
の
論
法
や
、
（
二

章
で
詳
述
す
る
）
牧
野
英
一
の
「
氏
」
を
手
が
か
り
と
し
て
民
法
巾
に
「
家
」
類
似
要
素
を
護
持
し
よ
う
と
言
う
論
法
は
こ
の
例
で
あ
る
。

反
而
、
同
一
の
論
理
に
依
っ
て
、
「
家
」
廃
止
論
者
は
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
が
故
に
、
（
少
な
く
と
も
法
的
に
は
）
ど
の
一
つ
も
残
さ
ず

に
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
川
い
得
る
こ
と
に
も
刑
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
ｃ
）
〈
「
家
」
制
度
の
誕
持
・
改
廃
部
分
の
分
断
垂
廻
（
あ
る
い
は
単
に
〈
分
断
論
〉
）

戦
後
占
飢
期
の
民
法
・
戸
蒲
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
川
）

四
一
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法
学
志
休
第
九
十
八
巻
簸
川
号

Ⅲ
二

第
三
に
、
「
毒
ご
制
度
を
、
護
持
す
べ
き
部
分
と
改
廃
す
べ
き
部
分
に
分
断
す
る
論
法
で
あ
る
。
（
や
は
り
仮
に
く
「
家
」
制
度
の
護

持
・
改
廃
部
璽
分
の
分
断
論
〉
、
あ
る
い
は
叩
に
〈
分
断
論
〉
と
尚
付
け
て
お
く
。
）

右
の
（
ａ
）
と
同
じ
箇
所
で
吉
川
首
州
は
、
「
日
本
の
家
族
制
度
［
…
］
家
督
机
続
等
は
日
本
間
行
の
一
種
の
良
風
美
俗
で
［
…
こ
れ

…
〕
に
付
て
は
特
に
何
等
規
定
し
て
」
い
な
い
、
と
の
脇
択
を
示
し
て
い
た
。
法
的
制
度
に
限
定
さ
れ
な
い
社
会
的
制
度
・
悩
習
も
含
め

た
「
家
」
制
度
（
乃
至
そ
の
一
部
）
と
、
二
二
／
二
四
条
が
改
廃
を
要
請
す
る
法
制
度
は
別
個
の
も
の
、
と
し
て
分
断
す
る
主
張
で
あ
る
。

こ
の
〈
分
断
論
〉
は
、
次
款
に
見
る
金
森
の
議
論
に
も
、
（
、
）
．
（
ｕ
）
に
現
れ
る
。
更
に
、
新
恵
法
制
定
過
樫
の
み
な
ら
ず
、
次

章
の
民
法
改
正
過
程
で
も
様
々
に
形
を
変
え
つ
つ
登
場
す
る
。
〈
Ｉ
再
び
本
稿
の
序
章
・
第
三
節
の
冒
頭
（
及
び
関
連
性
（
４
）
）
で
示

し
た
様
に
、
占
緬
開
始
時
点
ま
で
の
「
家
」
制
度
の
全
体
像
を
、
一
定
の
規
範
・
価
値
体
系
・
行
動
様
式
の
総
体
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。

そ
の
上
で
、
民
法
・
戸
籍
法
等
の
法
規
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
部
分
と
、
法
規
に
よ
っ
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
部
分
、
に
分
け
る
。

前
者
と
後
者
の
部
分
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
州
互
に
深
く
関
述
す
る
。
〈
分
断
論
〉
に
は
、
典
型
的
に
は
こ
の
両
者
を
分
断
し
、
あ
る
い

は
両
者
間
の
関
連
を
敢
え
て
無
視
す
る
も
の
が
多
い
。
例
と
し
て
、
改
正
民
法
を
起
草
し
た
我
妻
栄
は
、
「
民
法
上
の
家
」
と
「
理
念
と

し
て
の
家
族
制
度
」
を
分
断
し
、
民
法
に
於
い
て
廃
止
す
る
の
は
前
者
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
廃
止
に
よ
り
後
者
は
「
刈
っ
て
美
し
く
発
股
す

（
川
）

る
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
（
詳
細
は
次
幸
い
で
扱
う
。
）
但
し
、
分
断
す
る
目
的
も
、
時
に
吉
川
尚
川
の
様
に
謹
持
す
べ
き
範
囲

を
広
げ
る
た
め
、
時
に
我
妻
の
様
に
変
革
す
べ
き
航
域
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
り
、
“
日
附
に
従
い
分
断
の
線
引
き
の
位
慨
も
一
梯
で
は
な

い
こ
と
に
は
剛
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
次
款
の
金
森
発
言
も
、
線
川
き
の
位
慨
を
、
法
規
が
規
定
す
る
か
否
か
と
は
リ
ン
ク
さ
せ
て
い

な
い
。
）
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本
款
で
は
、
衆
議
院
の
帝
国
憲
法
改
庇
案
委
員
小
委
員
会
ｌ
所
謂
「
芦
川
小
委
員
会
」
で
の
審
議
に
つ
い
て
述
べ
る
。
周
知
の
ご
と

く
芦
川
均
を
姿
日
長
と
す
る
帝
国
迩
法
改
疋
案
委
員
会
で
は
、
七
月
二
三
日
に
画
疑
を
終
了
し
て
懇
談
会
に
人
っ
て
後
、
や
は
り
芦
川
を

（
川
）

委
員
長
と
す
る
小
委
員
会
、
所
謂
「
芦
田
小
委
員
会
」
が
、
七
月
二
五
日
か
ら
八
月
一
一
一
一
日
ま
で
十
三
回
開
催
さ
れ
た
。
本
章
・
序
節
・

第
二
款
（
史
料
状
況
）
で
取
り
上
げ
た
、
一
九
九
五
年
に
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
議
事
速
記
録
に
よ
れ
ば
、
二
二
／
二
四
条
と
「
家
」
の
存

（
川
）

廃
は
、
小
委
口
会
で
は
七
月
一
二
○
日
に
金
森
国
務
大
腿
・
木
村
司
法
大
腿
を
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
た
め
に
州
い
た
上
で
、
災
巾
的
に
識
諭
さ
れ

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

四
三

（
ｄ
）
〈
法
的
「
家
」
制
度
の
現
実
へ
の
適
合
論
〉
（
あ
る
い
は
単
に
〈
現
実
適
合
論
〉
）

第
四
に
、
法
的
「
家
」
制
度
の
護
持
、
あ
る
い
は
逆
に
改
廃
の
理
山
と
し
て
、
〈
法
制
度
が
社
会
の
現
実
・
災
態
に
適
合
す
べ
き
こ
と
〉

を
挙
げ
る
論
法
で
あ
る
。
（
仮
に
、
〈
法
的
「
家
」
制
度
の
現
尖
へ
の
適
合
論
〉
、
あ
る
い
は
叩
に
〈
現
実
適
合
論
〉
と
で
も
名
付
け
て
お

く
。
）
護
持
の
例
は
、
祖
先
祭
祀
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
家
」
の
承
継
た
る
家
督
相
続
は
維
持
す
べ
き
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

改
廃
の
典
型
例
は
、
戸
主
樅
が
（
｜
刀
で
「
封
建
的
」
で
あ
る
こ
と
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
に
、
他
力
で
）
社
会
の
呪
突
・
火
態
と

乖
離
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
り
殆
ど
行
使
も
さ
れ
な
い
か
ら
、
現
実
に
適
合
さ
せ
て
改
廃
す
る
べ
き
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
次
款

（
５
）
（
６
）
（
皿
）
で
取
り
上
げ
る
金
森
の
発
言
を
初
め
と
し
、
こ
れ
ま
た
次
章
の
民
法
改
正
過
程
で
も
、
こ
と
あ
る
毎
に
主
張
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
〈
現
突
適
合
論
〉
は
、
現
実
へ
の
適
合
と
い
う
同
一
の
理
由
付
け
に
よ
っ
て
、
一
方
で
旧
来
の
制
度
の
謎
持
を
言
っ
て
守
旧

論
者
の
不
安
を
和
ら
げ
、
他
方
で
制
度
の
悪
弊
を
非
難
し
て
守
旧
論
者
を
刺
激
す
る
こ
と
は
意
図
し
て
避
け
、
単
に
社
会
的
実
態
へ
の
適

合
を
理
由
と
し
て
法
改
正
の
必
要
性
を
知
ら
し
む
る
と
い
う
論
法
で
あ
る
。

第
二
款
「
芦
川
小
委
側
会
」
で
の
審
議
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（
川
）

こ
の
日
の
審
議
で
は
、
金
森
に
は
、
彼
の
二
二
／
二
四
条
解
釈
の
微
妙
な
色
合
い
を
巡
っ
て
、
芦
田
も
含
む
全
十
四
名
の
委
員
中
、
五

人
の
委
員
か
ら
質
問
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。
（
加
え
て
、
鈴
木
義
男
か
ら
も
簡
単
な
発
言
が
あ
っ
た
。
）
寒
議
全
体
の
流
れ
を
胆
礎
し
て

初
め
て
個
々
の
発
言
の
意
味
が
正
確
に
確
定
し
得
る
の
で
、
論
点
は
発
言
順
に
、
以
下
の
（
１
）
か
ら
（
⑬
）
で
扱
う
。

芦
川
小
委
員
会
の
審
弧
で
は
、
二
一
一
／
二
四
条
に
つ
い
て
は
、
雄
水
的
に
金
森
・
木
村
両
大
臣
に
政
府
の
解
釈
を
壇
碇
し
容
弁
さ
せ
る

こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
（
木
村
の
発
言
は
結
果
的
に
無
か
っ
た
。
）
従
っ
て
、
本
稿
で
は
各
論
点
に
つ
い
て
、
質
疑
応
答
の
内
容

に
柵
っ
て
金
森
の
解
釈
を
整
理
し
た
上
で
、
（
ｕ
）
で
小
括
す
る
。

ま
た
、
後
日
八
Ⅱ
一
側
に
は
、
こ
の
小
委
且
会
で
二
二
／
二
川
条
の
修
砿
業
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
「
家
」
の
存
廃
及
び
そ
の
蝿
庇
を

直
接
左
右
す
る
よ
う
な
修
正
案
は
な
か
っ
た
。
本
款
末
尾
の
（
旧
）
で
、
こ
れ
ら
の
修
正
案
の
消
長
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

最
初
に
金
森
に
質
問
し
た
の
は
、
前
款
（
１
）
で
見
た
様
に
、
衆
議
院
本
会
議
で
の
憲
法
審
議
で
、
吉
川
首
相
に
家
督
相
続
・
戸
主
権

の
問
題
を
正
而
か
ら
問
い
賀
し
た
原
夫
次
郎
委
員
（
日
本
進
歩
党
）
で
あ
っ
た
。
原
の
主
眼
は
、
こ
の
小
委
員
会
で
も
、
二
二
／
二
四
条

の
下
で
の
家
督
相
続
の
存
続
の
可
否
、
及
び
（
２
）
（
３
）
（
５
）
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
家
督
机
続
と
そ
の
順
位
、
戸
主
樅
な
ど
の
問
題

で
あ
っ
た
。
原
に
対
し
て
、
金
森
は
、
（
５
）
で
「
家
」
に
つ
い
て
は
法
律
と
現
実
の
乖
離
が
あ
り
、
法
律
を
現
実
に
一
致
さ
せ
る
方
針

で
あ
る
、
と
〈
現
突
適
合
論
〉
で
改
廃
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
（
６
）
で
付
随
す
る
点
と
し
て
、
祖
先
祭
祀
の
適
要
性
を
指

本
稿
で
は
、
七
月
－

て
、
検
討
し
て
お
く
。

（
川
）

て
い
る
。

法
響
私
心
林
鏑
九
十
Ｋ
巻
簸
川
号

七
月
三
○
日
の
第
五
回
委
員
会
で
の
議
論
を
、
政
府
を
代
表
し
て
答
弁
し
た
金
森
の
二
二
／
二
四
条
解
釈
に
焦
点
を
絞
っ

側
Ⅱ
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（
Ⅲ
）
 

（
‐
）
家
輝
鳳
州
続
制
度
の
存
侭
の
可
否
哩
地
の
平
等
分
割
問
題
ｌ
金
森
の
〈
反
封
建
制
論
〉
Ｉ

先
ず
原
は
、
「
［
…
〕
第
一
項
に
規
定
し
て
居
る
、
［
…
］
夫
婦
の
平
等
権
の
如
き
は
、
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
居
る
と
も
見
ら
れ

〔
・
・
・
］
、
さ
う
云
ふ
風
に
畷
駅
す
る
と
、
此
の
前
の
川
綴
の
所
に
常
恢
め
て
兇
ま
ず
と
、
ど
う
し
て
も
足
が
家
街
机
続
と
云
ふ
特
別
な
椛
限

を
持
た
す
こ
と
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
、
〔
…
］
、
比
の
家
慨
和
綴
と
云
ふ
も
の
が
、
比
の
惑
法
の
趣
意
か
ら
云
ふ
と
、
ど
う
云
ふ
も
の
で

あ
る
か
」
と
、
二
二
／
一
一
四
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
家
督
胴
続
は
存
続
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
呈
す
。
原
に
続
き
、
芦
田
も

腱
地
の
平
等
分
判
が
も
た
ら
し
う
る
問
題
に
言
及
し
て
、
「
家
悩
川
綴
が
認
め
ら
れ
ず
均
分
机
統
［
…
〕
に
な
る
と
、
例
へ
ば
腱
地
を
持

っ
て
居
る
農
民
は
、
伽
か
一
町
内
外
の
川
地
で
も
、
其
の
子
供
に
均
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
工
場
を
持
っ
て
届
る
中
小
工
難
盃
臼
は
、

工
場
を
子
供
に
均
分
し
て
持
分
を
與
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
［
…
〕
」
し
、
こ
れ
は
「
人
口
制
限
の
動
機
」
に
も
な
り
か
ね
ず
、
「
〔
…
］

日
本
の
腿
業
政
策
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
是
は
大
変
な
影
響
を
瓜
へ
る
と
云
ふ
や
う
な
識
諭
［
…
］
」
が
既
に
川
て
い
る
、
と
脂
燗
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
金
森
は
先
ず
一
般
論
と
し
て
、
二
二
／
二
四
条
の
立
法
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
。
「
［
…
］
今
ま
で
個
人
の
尊
重
が
足

り
な
か
っ
た
と
云
ふ
こ
と
と
、
両
性
が
不
合
理
に
差
等
を
つ
け
ら
れ
て
居
っ
た
と
云
ふ
に
点
に
着
眼
を
し
て
、
さ
う
云
ふ
弊
害
を
打
破
す

る
、
世
俗
的
に
巾
し
ま
す
る
封
処
刑
皮
の
過
物
価
で
あ
る
弊
害
を
打
破
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
眼
目
に
し
て
此
の
規
定
が
出
来
た
［
…
〕
」

の
で
あ
り
、
「
［
…
］
随
て
是
等
の
文
字
は
其
の
趣
旨
の
下
に
解
釈
す
る
こ
と
が
一
番
妥
當
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
［
…
］
」
と
、
一
応
の

解
釈
の
指
針
を
示
す
。
金
森
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
家
督
相
続
の
質
問
に
答
え
、
「
そ
こ
で
相
続
に
関
し
て
は
「
法
律
は
、
個
人
の
権
威

と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
家
憾
風
、
続
其
の
も
の
を
否
定
す
る
と

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

四
五

摘
し
、
そ
の
た
め
に
は
結
局
家
督
相
続
が
必
要
で
あ
る
、
と
同
じ
く
現
実
適
合
論
〉
に
よ
る
制
度
の
護
持
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
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（
川
）

（
２
）
家
篇
躍
枕
の
存
廃
は
、
戸
主
権
の
存
廃
に
直
結
す
る
か
ｌ
原
の
〈
「
家
」
制
度
連
環
関
係
論
〉
ｌ

し
か
し
、
原
は
金
森
の
答
弁
に
は
満
足
せ
ず
、
「
［
…
〕
戸
主
が
あ
っ
て
こ
そ
家
督
相
続
が
あ
る
［
…
］
」
の
だ
か
ら
、
「
［
…
］
戸
主
権

と
云
ふ
も
の
が
徴
然
認
め
ら
れ
る
［
…
と
…
］
解
釈
し
て
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
迫
る
。
家
輝
鳳
紺
続
を
認
め
る
な
ら
、
戸
主
権
も
自

動
的
に
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
原
が
次
の
（
３
）
で
言
及
す
る
相
続
順
位
も
含
め
て
敷
術
す
れ
ば
、
既
述
の

〈
「
家
」
制
度
の
述
環
関
係
論
〉
を
以
て
、
家
督
相
続
制
度
を
認
め
る
な
ら
ば
、
「
家
」
制
度
自
体
・
戸
主
権
・
家
督
相
続
の
相
続
順
位
等

も
、
全
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
に
等
し
い
。

こ
れ
に
対
し
金
森
は
、
微
妙
な
言
い
回
し
で
明
言
を
避
け
る
。
「
園
よ
り
室
壬
乞
存
続
す
べ
き
も
の
と
致
し
ま
す
れ
ば
、
戸
主
権
と
云
ふ

も
の
も
認
め
ら
れ
て
然
る
く
し
［
…
］
」
と
、
先
ず
は
仮
定
の
答
し
か
与
え
な
い
も
の
の
、
こ
の
連
環
関
係
を
認
め
る
。
（
仮
定
す
る
こ
と

自
体
は
、
②
の
選
択
肢
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
「
家
」
存
置
の
選
択
肢
の
採
用
を
示
唆
し
た
こ
と
に
な
る
。
）
し
か
し
直
ぐ
続
け
て
、
金

森
は
、
「
［
…
］
唯
現
在
の
戸
主
権
［
…
］
は
、
相
當
個
人
の
権
威
と
相
背
馳
す
る
も
の
を
含
ん
で
居
り
［
…
］
憲
法
の
此
の
規
定
の
建
前

か
ら
行
け
ば
払
拭
さ
る
べ
き
幾
多
の
点
を
持
っ
て
居
る
［
…
］
」
と
、
一
方
で
戸
主
権
の
改
正
を
明
言
す
る
。
他
方
で
直
ぐ
に
、
「
［
…
］

法
》
韮
心
休
第
九
十
瓦
を
第
四
号

四
六

云
ふ
意
味
は
含
ん
で
居
り
ま
せ
ぬ
、
そ
れ
が
弦
に
あ
る
條
件
に
合
ふ
や
う
に
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
斯
う
云
ふ
趣
旨
だ
［
…
］
」

と
言
明
す
る
。
〈
二
二
／
二
四
条
Ⅱ
反
封
建
制
論
〉
に
依
る
が
故
に
家
督
杣
続
は
否
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
前
節
・
第
一
款
（
１
）
に
見

た
、
吉
田
首
相
と
先
ず
は
同
趣
旨
の
論
法
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
発
一
一
一
一
口
は
、
③
「
廃
止
」
の
一
義
的
解
釈
を
否
定
し
、
②
二
義
的
解
釈
に
言

及
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
①
「
存
置
」
の
一
義
的
解
釈
（
こ
れ
は
吉
川
首
相
の
解
釈
）
を
採
る
こ
と
を
示
唆
す
る
、
と
い
う
前
款
（
２
）

で
金
森
自
ら
が
示
し
た
の
と
同
じ
解
釈
論
で
あ
る
。
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（
Ⅲ
）
 

（
３
）
書
川
続
を
存
置
す
る
場
合
の
加
驍
順
位
ｌ
〈
連
環
関
凝
諭
〉
再
論
Ｉ

し
か
し
原
は
、
「
［
・
・
・
］
家
督
川
統
の
順
位
の
点
は
ど
う
云
ふ
風
に
な
る
の
で
す
か
」
と
引
き
続
き
質
問
し
、
金
森
の
答
弁
の
暖
昧
さ
を

一
厨
浮
き
彫
り
に
す
る
。
（
正
に
こ
の
時
点
で
、
木
村
司
法
大
匝
は
「
木
曾
識
で
法
案
の
説
明
」
が
あ
る
と
し
て
、
結
局
何
の
答
弁
も
行

わ
ず
に
退
席
し
て
い
る
。
）
金
森
は
、
こ
の
点
は
「
［
…
］
今
司
法
大
臣
の
所
管
に
於
て
色
々
研
究
さ
れ
て
居
る
所
で
あ
り
ま
し
て
、
私
か

ら
は
抽
象
的
に
し
か
御
湾
へ
は
出
来
な
い
〔
…
〕
」
と
④
の
一
任
論
に
菰
点
を
例
く
。
そ
し
て
、
「
奉
千
と
云
ふ
も
の
を
認
む
る
［
…
］
こ
と

に
な
り
ま
す
れ
ば
家
箇
州
続
と
云
ふ
問
題
も
起
る
」
と
（
再
び
述
環
関
係
を
認
め
つ
つ
、
②
の
選
択
肢
を
前
提
と
す
る
と
見
ら
れ
る
）
仮

定
の
答
弁
に
終
始
し
、
そ
の
場
合
「
［
…
〕
家
督
柧
続
の
順
位
［
…
は
…
〕
本
質
的
平
等
の
範
川
に
依
［
…
］
る
べ
き
［
…
］
か
、
［
…
］

少
っ
違
っ
た
他
の
見
地
に
依
っ
て
、
男
女
の
間
に
差
が
設
け
ら
る
る
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
問
題
に
帰
着
す
る
［
…
］
」
が
、
こ
の
「
［
…
］

問
題
は
、
今
巾
し
ま
し
た
通
り
司
法
大
臣
の
手
許
に
於
て
研
究
せ
ら
れ
て
居
り
ま
し
て
、
私
か
ら
は
っ
き
り
巾
上
げ
る
に
は
不
適
常

戦
後
上
齢
肌
期
の
民
法
・
戸
耐
法
改
脈
過
麗
（
三
）
（
和
川
）

凹
七

従
っ
て
こ
の
（
２
）
の
論
点
で
は
、
金
森
は
、
③
の
「
廃
止
」
の
一
義
的
解
釈
を
否
定
す
る
の
は
（
１
）
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
②

の
選
択
肢
存
在
論
（
及
び
そ
の
下
で
「
家
」
存
置
の
選
択
肢
の
採
用
）
を
示
唆
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、

「
家
」
改
廃
の
栂
度
は
マ
ト
リ
ク
ス
の
〈
Ｂ
〉
〈
Ｃ
〉
紐
度
、
そ
し
て
改
廃
の
内
存
は
研
究
中
で
未
決
定
、
と
④
の
一
任
論
で
追
及
を
か
わ

そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
前
款
（
２
）
と
変
わ
り
が
な
い
。

又
戸
主
権
は
認
め
ら
れ
ま
す
［
…
］
」
と
、
戸
主
権
の
全
面
的
廃
止
は
否
定
す
る
。
そ
の
上
で
同
時
に
、
「
〔
…
］
そ
れ
を
認
む
る
こ
と
が

果
し
て
良
い
か
惑
い
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
將
來
の
日
本
の
民
法
等
を
庇
い
見
地
か
ら
研
究
す
る
雅
雛
に
於
て
解
決
を
付
け
ら
る
べ
き
も
の

と
老
へ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
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（
Ⅲ
）
 

（
５
）
法
的
「
家
」
制
度
を
「
家
」
の
社
会
的
突
態
に
適
合
さ
せ
る
必
要
性
ｌ
ｌ
Ｐ
主
脈
の
改
廃
と
〈
現
災
適
合
論
〉
ｌ

こ
こ
で
原
は
、
「
［
…
］
家
に
付
て
色
々
問
題
が
あ
る
と
云
ふ
の
は
ど
う
云
ふ
意
味
［
…
〕
」
か
、
加
え
て
家
悩
州
統
で
は
な
く
「
［
…
］

遺
産
相
続
は
ど
う
云
ふ
風
な
時
に
是
が
質
行
に
移
さ
れ
る
も
の
か
［
…
］
」
を
、
金
森
に
確
認
を
試
み
る
。
対
し
て
金
森
は
、
「
〔
…
〕
家

の
制
度
［
は
］
、
非
常
に
日
本
の
賞
情
と
違
っ
て
居
る
場
面
が
多
い
の
で
［
…
〕
法
律
的
に
も
現
在
の
實
際
に
存
在
し
て
居
る
家
の
制
度

と
合
せ
る
や
う
に
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
［
…
〕
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
戸
主
に
こ
れ
を
当
て
は
め
、
「
［
…
〕
家
が
あ

り
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
に
付
て
家
の
主
人
、
即
ち
戸
主
と
云
ふ
も
の
が
現
は
れ
て
來
ま
す
け
れ
ど
も
、
」
と
「
家
」
の
存
慨
を
あ
く
ま
で
仮

定
す
る
口
吻
で
、
「
是
が
画
際
に
法
律
の
上
に
は
あ
っ
て
も
馴
画
行
使
し
な
い
や
う
な
椛
利
が
あ
り
〔
…
］
補
正
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

（
川
）

（
４
）
「
一
家
」
を
護
持
す
る
見
地
か
ら
考
慮
す
べ
き
社
会
的
事
情

④
の
一
任
論
を
採
る
典
型
例
は
、
こ
の
直
ぐ
後
に
も
兄
ら
れ
る
。
金
森
は
、
「
今
ま
で
の
研
究
の
段
階
か
ら
巾
し
ま
す
る
と
」
と
い
う

棚
告
（
？
）
で
、
「
男
女
の
差
と
云
ふ
も
の
は
家
を
護
る
見
地
か
ら
言
っ
て
、
何
か
第
二
次
的
に
考
慮
す
べ
き
社
倉
的
の
事
傭
［
…
〕
、
女

の
戸
主
よ
り
も
男
の
戸
主
の
力
が
望
ま
し
い
と
云
ふ
や
う
な
事
悩
が
多
く
あ
る
の
で
は
［
…
〕
」
と
「
家
」
存
慨
も
可
能
と
す
る
言
（
〈
現

実
適
合
論
〉
？
）
を
反
復
し
て
直
ぐ
、
「
〔
…
］
今
は
っ
き
り
私
か
ら
御
答
へ
Ⅲ
来
ま
せ
ぬ
が
、
司
法
大
隠
が
來
ら
れ
ま
し
た
ら
帆
鱒
、
具
体

的
の
こ
と
ま
で
或
は
言
へ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
」
と
、
自
ら
は
最
終
的
な
言
明
は
避
け
、
答
弁
を
せ
ず
に
退
席
し
た
ば
か
り
の
木
村
に
わ

ざ
わ
ざ
言
及
す
る
。
（
こ
の
あ
た
り
は
戯
画
的
で
す
ら
あ
る
。
）

法
学
志
休
銅
九
十
八
巻
第
川
号

〔
…
］
」
と
、
あ
く
ま
で
こ
の
時
点
で
は
、
④
の
一
任
論
に
立
ち
戻
る
。

|ノリ
八
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（
川
）

（
６
）
「
家
」
や
家
輝
脚
机
続
の
認
容
の
皿
川
と
し
て
の
机
先
祭
祀
・
家
系
の
保
存
と
〈
現
実
適
合
論
〉

し
か
し
そ
の
直
ぐ
後
に
、
金
森
は
（
や
は
り
「
家
」
存
置
を
仮
定
す
る
と
い
う
前
提
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
が
）
、
「
［
…
］
家
と
云
ふ
も
の

を
何
の
爲
に
認
め
、
随
て
又
家
の
加
続
と
云
ふ
こ
と
を
何
を
着
想
と
し
て
考
へ
て
行
く
か
〔
…
］
」
と
、
「
家
」
や
家
督
相
続
を
認
容
す
る

場
合
の
理
由
に
言
及
し
、
「
［
…
］
や
は
り
日
本
で
は
祖
先
の
祭
を
す
る
と
か
、
或
は
家
系
、
血
統
を
保
存
し
て
行
く
と
云
ふ
基
本
の
思
想

［
…
］
が
日
本
に
質
在
す
る
眠
り
、
そ
れ
を
遡
る
や
う
な
秩
序
過
持
っ
て
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
常
然
で
あ
ら
う
［
…
］
」
と
、
そ
の
理
山
が

祖
先
祭
祀
、
家
系
の
保
存
に
あ
る
こ
と
を
是
認
す
る
。
〈
現
実
適
合
論
〉
の
内
、
制
度
の
謹
持
の
パ
タ
ー
ン
に
依
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
〔
…
］
其
の
秩
序
を
代
々
承
け
継
い
で
行
く
爲
に
［
…
］
家
督
相
続
と
云
ふ
制
度
が
あ
っ
て
、
Ｍ
純
な
財
産
分
削
ば
か
り
で
は

割
切
れ
な
い
［
…
の
・
・
・
］
で
机
続
人
の
地
位
［
…
］
が
決
っ
て
来
る
［
…
］
」
と
、
祭
祀
を
前
提
と
す
る
家
悩
州
続
や
相
続
人
の
順
位
付

け
を
容
認
す
る
（
と
み
え
る
）
発
言
を
す
る
。
反
面
、
遺
産
机
続
に
つ
い
て
の
言
及
で
は
（
「
〔
…
］
具
体
的
に
は
私
は
一
寸
發
言
は
し
た

く
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
［
…
］
」
と
明
言
を
再
度
回
避
し
つ
つ
）
、
「
［
…
］
単
純
に
両
性
の
平
等
と
云
ふ
点
に
着
眼
し
て
問
題
を
決
め
て
宜
い

［
…
］
」
と
言
い
、
「
〔
…
〕
家
督
の
相
続
と
〔
…
］
な
り
ま
す
と
［
…
］
」
女
が
「
家
」
を
継
ぐ
場
合
は
養
不
を
取
る
墾
昶
「
今
の
質
情
で
さ

う
凹
滑
に
行
か
な
い
〔
…
］
」
こ
と
も
あ
る
の
で
、
「
［
…
］
然
る
べ
く
［
法
律
を
〕
規
定
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〔
…
］
」
と
、
〈
現

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
川
）

四
九

ら
ぬ
〔
…
］
」
と
、
既
述
の
〈
法
的
「
家
」
制
度
の
現
実
へ
の
適
合
論
〉
の
内
、
改
廃
を
主
張
す
る
パ
タ
ー
ン
に
よ
り
、
戸
主
権
の
改
廃

の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
発
言
に
限
定
す
れ
ば
、
表
ｌ
の
マ
ト
リ
ク
ス
の
「
戸
主
権
の
扱
い
及
び
「
戸
主
」
の
地
位
・
呼
称
」
を

〈
Ｂ
〉
〈
Ｃ
〉
程
度
に
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
戸
主
樅
を
弱
体
化
さ
せ
る
、
但
し
「
戸
主
」
の
地
位
・
呼
称
の
扱
い
は
（
言
及
し
て

い
な
い
が
故
に
）
残
す
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
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（
７
）
二
二
／
二
四
条
の
解
釈
と
戸
主
権
・
家
督
相
続
の
存
廃
ｌ
芦
川
と
金
森
の
質
疑
応
答
ｌ

こ
こ
で
、
芦
川
が
金
森
に
対
し
、
二
二
／
二
四
条
の
解
釈
と
戸
主
権
・
家
憎
相
続
の
存
廃
の
関
係
に
つ
い
て
端
的
に
質
問
し
、
金
森
も

（
川
）

こ
こ
で
は
明
確
に
、
同
条
か
ら
直
接
に
廃
止
と
い
う
結
果
に
は
な
ら
な
い
、
と
応
え
て
い
る
。

芦
川
曰
く
、
「
〔
…
］
家
督
相
続
と
か
、
戸
主
権
と
云
ふ
風
な
も
の
が
総
て
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
て
、
さ
う
云
ふ
在
来
の
家
の
思
想
に
基

く
家
督
相
続
、
若
く
は
戸
主
権
の
如
き
も
の
を
残
し
て
置
く
こ
と
が
憲
法
第
二
十
二
条
と
正
面
衝
突
を
起
し
は
し
な
い
か
、
さ
う
な
っ
て

は
余
り
に
行
き
過
ぎ
だ
、
［
…
］
さ
う
云
ふ
［
右
の
家
督
相
続
・
戸
主
権
を
残
す
］
規
定
を
作
る
と
云
ふ
こ
と
が
憲
法
第
二
十
二
条
の
規

定
に
反
し
は
し
な
い
か
」
。
対
し
て
金
森
は
、
「
此
の
規
定
か
ら
直
接
に
さ
う
云
ふ
結
果
に
な
っ
て
来
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か

と
恩
ふ
」
と
、
先
ず
は
前
款
（
２
）
で
の
自
身
の
発
言
と
同
様
に
、
③
「
廃
止
」
の
一
義
的
解
釈
を
排
除
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
勿
論
家

を
特
に
認
め
な
い
と
云
ふ
や
う
な
者
へ
方
の
議
論
で
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
勝
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
祀
を
絶
つ
と
云
ふ
こ
と

を
考
へ
て
居
る
も
の
は
ま
だ
聞
き
ま
せ
ぬ
［
…
］
」
と
、
微
妙
な
言
い
回
し
で
②
あ
る
い
は
③
の
考
え
方
も
あ
る
こ
と
は
認
め
た
上
で
、

こ
の
家
督
相
続
の
存
廃
（
や
改
廃
の
程
度
）
に
つ
い
て
、
こ
の
時
の
金
森
の
発
言
に
限
定
す
れ
ば
、
表
ｌ
の
マ
ト
リ
ク
ス
の
「
家
督
相

続
の
扱
い
及
び
呼
称
」
を
、
〈
Ａ
〉
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
改
廃
は
〈
Ｂ
〉
〈
Ｃ
〉
〈
ｏ
〉
の
程
度
を
示

唆
す
る
も
の
の
、
結
局
、
言
を
左
右
に
し
て
明
示
し
て
い
な
い
。
（
こ
れ
が
後
述
の
（
９
）
の
原
委
員
の
「
隔
靴
掻
痒
」
と
い
う
批
判
を

惹
起
す
る
。
）

法
学
志
林
第
九
十
肛
巻
第
四
号

近
○

実
適
合
込
廻
の
適
用
を
微
妙
に
ず
ら
せ
な
が
ら
、
や
は
り
現
状
の
ま
ま
の
家
瞥
緬
旧
続
の
存
続
に
は
問
題
あ
り
、
と
の
発
一
一
一
一
ｍ
に
立
ち
一
民
っ
て

い

る
｡ 
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（
Ⅲ
）
 

（
９
）
川
縣
糀
の
順
序
や
戸
主
樅
の
洲
良
は
、
法
律
に
委
ね
る
（
④
の
一
任
論
）
し
か
な
い
の
か

し
か
し
、
吉
川
宏
委
員
（
進
歩
党
）
は
、
金
森
の
前
述
（
３
）
や
（
６
）
で
の
発
言
に
立
ち
戻
り
、
そ
の
暖
昧
さ
を
指
摘
す
る
。

「
［
金
森
一
人
版
の
御
話
［
…
は
…
〕
隔
靴
撤
痒
の
感
が
あ
る
、
［
…
］
机
続
椛
の
順
序
〔
…
］
を
認
む
る
が
如
く
認
め
ざ
る
が
如
く
、
戸

主
権
は
近
く
改
正
さ
れ
る
と
か
、
将
来
法
律
で
之
を
定
む
る
時
川
に
な
れ
ば
」
と
言
う
の
み
で
一
向
に
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
指
摘
す
る
。

戦
後
占
航
期
の
民
法
・
戸
畷
法
改
化
過
程
（
三
）
（
扣
川
）

バ
ー

（
８
）
政
府
金
森
大
脳
の
岐
終
結
論
の
別
保
（
④
の
一
伍
論
の
表
明
）
ｌ
芦
川
に
よ
る
硫
認
ｌ

こ
の
金
森
発
言
に
対
し
、
芦
川
は
、
「
さ
う
云
ふ
［
金
森
の
〕
見
解
を
伺
っ
て
我
々
共
多
少
安
心
は
し
ま
し
た
が
、
第
二
項
に
態
々
財

酸
権
、
相
続
権
と
云
ふ
こ
と
で
、
「
川
人
の
尊
殿
と
両
性
の
於
本
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
期
う
云
ふ
規

定
が
あ
る
以
上
は
、
〔
…
］
楽
観
し
て
宜
い
か
ど
う
か
［
…
］
、
若
し
そ
れ
［
金
森
の
理
解
］
な
ら
ば
、
財
産
梅
、
机
続
椛
に
付
て
、
個
人

の
尊
厳
と
両
性
の
基
本
的
平
等
に
立
脚
す
べ
し
と
云
ふ
［
…
］
こ
と
は
意
味
を
な
さ
ぬ
［
…
］
、
従
来
の
家
粁
柵
続
権
と
云
ふ
も
の
を
認

め
［
…
］
る
、
さ
う
云
ふ
こ
と
が
各
個
人
の
平
等
と
云
ふ
こ
と
に
果
し
て
常
嵌
ま
る
か
［
…
］
に
我
々
が
疑
念
を
持
っ
た
〔
…
〕
」
と
、

払
拭
さ
れ
な
い
不
安
を
吐
露
し
つ
つ
、
「
［
…
］
け
れ
ど
も
、
政
府
で
も
〔
…
］
十
分
研
究
が
出
来
て
居
ら
れ
な
い
と
云
ふ
［
…
］
」
こ
と

（
川
）

を
（
即
ち
④
の
一
任
論
を
途
中
経
過
と
し
て
）
確
認
し
て
い
る
。

既
に
述
べ
た
、
家
督
帆
続
の
存
在
理
山
で
あ
る
と
い
う
「
祀
」
の
存
廃
に
転
轍
す
る
。
こ
れ
は
、
吉
川
首
机
の
前
言
に
あ
る
、
「
家
族
制

度
、
〔
…
〕
家
督
机
続
等
は
日
本
固
有
の
一
種
の
良
風
美
俗
」
、
「
戸
主
権
、
家
族
、
相
続
」
は
「
封
建
的
遮
制
」
で
は
な
い
、
と
い
う
趣

旨
に
Ⅲ
接
し
う
る
説
だ
と
言
え
る
。
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（
似
）

（
⑩
）
二
二
／
二
阿
条
に
よ
る
封
建
的
「
家
」
制
度
の
否
定
と
、
団
体
生
活
の
規
締
婿
呪
定
の
不
ル
ー
分
ｌ
金
森
の
〈
分
断
論
》
ｌ

こ
れ
に
対
し
、
社
会
党
の
森
戸
辰
製
委
員
も
、
民
法
に
よ
る
立
法
・
法
改
正
に
結
論
を
委
ね
よ
う
と
す
る
④
の
一
伍
論
に
満
足
せ
ず
に
、

団
体
生
活
に
関
す
る
規
範
が
惑
法
に
は
不
－
丁
分
だ
と
主
張
し
、
金
森
の
考
え
を
正
す
。
「
〔
…
〕
二
十
二
峰
〔
…
］
は
個
人
の
平
等
と
云
ふ

建
前
が
非
常
に
強
く
て
、
協
同
生
活
と
云
ふ
方
而
が
後
ろ
に
隠
れ
て
居
る
〔
…
］
、
封
建
的
な
家
を
否
定
し
た
観
念
で
あ
ら
う
と
忠
ひ
ま

す
が
、
所
で
個
人
と
平
等
と
云
ふ
こ
と
だ
け
で
は
剛
体
生
活
、
夫
婦
以
外
を
含
ん
だ
剛
体
生
活
の
し
っ
か
り
し
た
規
範
と
し
て
は
不
－
丁
分

［
…
］
」
で
あ
る
、
「
［
…
］
古
い
意
味
の
家
族
制
度
を
之
に
入
れ
よ
う
と
云
ふ
愈
図
は
我
々
と
し
て
は
持
っ
て
届
ら
ぬ
〔
…
〕
」
が
、
政
府

の
考
え
を
聞
き
た
い
、
と
す
る
。
金
森
は
応
え
て
、
「
〔
…
］
こ
こ
に
協
同
生
活
此
の
も
の
の
立
場
か
ら
来
る
原
川
を
此
の
恋
法
が
勅
か
さ

う
と
云
ふ
や
う
に
考
へ
な
く
て
、
さ
う
云
ふ
方
面
は
従
来
日
本
で
相
徴
尊
諏
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
の
点
に
付
て
は
力
説
し
な

ち
④
な
の
か
、
と
正
す
。
こ
れ
に
対
し
、
金
森
の
客
は
、
先
ず
、
「
懲
法
自
身
は
家
督
相
続
を
否
定
す
る
と
云
ふ
意
味
は
持
っ
て
居
な
い
、

［
傍
線
和
川
、
以
下
同
］
［
…
〕
家
督
柑
続
の
順
序
等
に
付
て
も
、
男
女
は
絶
対
の
平
等
［
…
］
と
云
ふ
［
…
］
権
利
は
是
は
含
ん
で
居
な

い
」
と
、
再
び
③
は
採
ら
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
。
（
②
の
二
義
的
解
釈
を
否
定
ま
で
は
し
て
い
な
い
。
）
と
こ
ろ
が
す
ぐ
続
け
て
、
「
家

督
相
続
を
現
実
に
認
め
る
か
、
或
は
柑
続
の
順
位
と
し
て
男
を
先
順
位
に
す
る
か
〔
…
は
…
］
、
之
に
基
い
て
作
ら
る
べ
き
法
律
の
中
味

に
な
る
こ
と
で
、
是
は
広
く
研
究
の
結
果
然
る
べ
く
処
置
し
て
戴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
私
は
今
は
っ
き
り
し
た
御
答
へ
を
す
る

だ
け
の
準
備
は
出
来
て
居
な
い
」
と
述
べ
て
、
④
の
一
任
論
を
述
べ
つ
つ
、
②
二
義
的
解
釈
（
選
択
肢
の
存
在
）
の
余
地
を
事
実
上
認
め

て
い
る
。

法
学
志
休
第
九
十
五
巻
簸
川
号

五
二

そ
し
て
士
Ⅱ
川
安
は
、
「
一
Ｐ
主
権
」
等
の
「
は
っ
き
り
し
た
所
」
は
金
森
も
「
結
局
法
律
に
委
ね
ね
ば
仕
刀
が
な
い
」
と
い
う
意
見
、
皿
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（
川
）

（
ｕ
）
二
一
一
／
二
四
条
と
「
家
」
制
度
の
認
否
Ｉ
「
家
」
の
改
廃
の
方
向
確
認
と
金
森
の
〈
分
断
論
〉
再
論
ｌ

更
に
引
き
続
い
て
、
林
平
畷
委
員
（
協
同
民
主
党
）
の
関
述
発
言
が
あ
る
。
林
も
、
金
森
に
対
し
て
、
二
二
／
二
四
条
の
鰹
説
を
明

断
に
す
る
よ
う
に
迫
っ
て
曰
く
、
「
［
…
］
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
、
こ
こ
に
相
続
と
云
ふ
言
葉
が
あ
り
、
家
族
と
云
ふ
文
字
が
あ
る
の

で
す
が
、
結
局
や
は
り
室
干
と
云
ふ
も
の
が
其
の
裏
に
は
常
然
解
釈
出
来
る
や
う
な
氣
が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
併
し
表
向
き
か
ら
見
る

と
、
家
と
云
ふ
も
の
を
否
定
し
た
や
う
な
風
に
解
釈
す
れ
ば
出
來
る
や
う
に
恩
は
れ
る
、
」
の
だ
が
、
こ
の
二
二
／
二
四
条
で
は
、
「
立
法

の
糀
祁
と
し
て
は
成
べ
く
家
と
云
ふ
や
う
な
観
念
と
Ⅲ
し
ま
せ
う
か
、
習
仙
と
申
し
ま
せ
う
か
、
さ
う
云
ふ
や
う
な
も
の
は
段
々
と
な
く

し
た
い
と
云
っ
た
や
う
な
心
持
は
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
居
る
も
の
で
せ
う
か
、
そ
れ
と
も
従
来
の
家
と
云
ふ
も
の
は
悪
い
所
は
段
々
改
め

て
行
っ
て
、
や
は
り
日
本
の
家
族
制
庇
と
云
ふ
も
の
を
健
全
な
る
も
の
に
し
て
行
き
た
い
と
云
ふ
や
う
な
心
持
が
流
れ
て
居
る
訳
で
せ
う

か
、
其
の
家
に
対
す
る
立
法
の
御
心
持
を
伺
っ
て
樋
き
た
い
」
。
金
森
は
し
か
し
、
Ⅲ
変
わ
ら
ず
、
「
〔
…
］
一
つ
一
つ
の
規
定
で
恋
法
が

さ
う
云
ふ
［
Ⅲ
体
生
活
の
］
秩
序
に
補
正
を
す
る
と
云
ふ
よ
り
も
、
全
体
の
考
へ
方
に
於
て
個
人
の
立
場
を
飯
か
ら
し
む
る
や
う
な
工
合

戦
後
世
帆
期
の
民
法
，
戸
崎
法
改
正
過
程
（
三
）
（
扣
川
）

（
三

い
で
、
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
に
付
て
は
重
き
を
置
い
て
立
法
標
準
と
し
た
、
［
…
］
」
と
、
森
戸
の
「
團
体
生
活
の
規
範
」
は
、
あ
た

か
も
新
恵
法
で
は
何
も
変
わ
ら
な
い
か
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
、
直
後
に
「
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
」
に
は
言
及
し
、
か
っ
こ
の
二
つ

の
巡
閲
や
机
互
に
与
え
得
る
影
響
に
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
。

こ
の
金
森
の
議
論
は
、
〈
「
家
」
制
度
の
謹
持
・
改
廃
部
分
の
分
断
論
〉
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
吉
川
首
相
の
〈
分
断
論
〉

と
も
通
底
す
る
が
、
線
引
き
の
位
避
が
や
や
異
な
る
。
即
ち
、
「
剛
体
生
活
の
規
範
」
と
、
二
二
／
二
四
条
の
要
請
す
る
改
廃
の
対
象
の

「
画
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
」
の
関
係
に
沈
黙
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
を
分
断
し
、
質
問
者
の
不
安
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
訳
で
あ
る
。
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（
Ⅲ
）
 

（
皿
）
「
家
」
の
多
義
性
、
及
び
法
的
「
家
」
制
度
（
特
に
一
Ｐ
主
権
）
の
〈
現
実
適
△
口
論
〉

金
森
は
続
い
て
、
林
へ
の
答
弁
の
一
環
と
し
て
、
「
家
」
の
多
義
性
を
論
じ
、
「
家
」
と
は
、
「
家
庭
と
云
ふ
や
う
な
意
味
」
「
祖
先
の
血

統
を
承
け
継
い
で
行
く
と
云
ふ
意
味
」
「
経
済
的
の
生
活
を
保
っ
て
行
く
と
云
ふ
上
の
一
つ
の
集
團
と
云
ふ
意
味
」
等
様
々
な
意
味
に
取

れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
だ
「
〔
・
・
・
］
色
々
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
［
…
］
」
、
し
か
し
「
［
…
］
現
在
の
日
本
の
家
族
制
度
に
闘
し
ま
す
る

法
律
の
規
定
は
余
り
に
も
時
代
と
懸
離
れ
て
居
る
［
…
］
」
、
そ
し
て
「
［
…
］
第
二
十
二
條
は
別
に
ど
う
云
ふ
方
向
に
持
っ
て
行
く
と
云

ふ
具
体
的
な
考
へ
は
あ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
」
と
、
確
定
的
解
釈
の
不
在
を
繰
り
返
す
。
そ
し
て
直
ぐ
、
「
兎
に
角
日
本
に
今
来
て
居
る

比
の
思
想
の
段
階
に
於
き
ま
し
て
、
」
と
、
今
の
そ
う
し
た
「
思
想
」
に
は
十
分
配
慮
す
る
か
の
よ
う
な
言
を
弄
し
た
上
で
、
「
満
足
し
得

る
程
度
ま
で
家
と
云
ふ
も
の
を
社
會
生
活
の
賞
態
と
我
々
の
理
想
と
に
合
せ
る
や
う
に
一
つ
や
っ
て
行
か
う
［
…
］
」
と
、
〈
現
実
適
合

論
〉
を
述
べ
つ
つ
も
、
「
實
態
」
と
「
理
想
」
が
対
立
す
る
局
面
に
は
ま
た
も
言
及
せ
ず
、
〈
分
断
論
〉
の
色
合
い
を
濃
く
す
る
。
ま
た
、

「
実
態
」
の
い
か
な
る
側
面
ｌ
社
会
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
祭
祀
を
中
心
と
す
る
「
家
」
観
念
か
、
殆
ど
行
使
さ
れ
な
い
封
建
的
救
戸

主
権
か
ｌ
に
法
制
度
を
適
合
さ
せ
て
い
く
の
か
、
つ
ま
り
〈
現
実
適
合
論
〉
を
、
制
度
の
誕
持
・
改
廃
、
い
ず
れ
に
作
川
さ
せ
る
の
か
、

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

五
四

に
持
っ
て
行
か
う
、
斯
う
云
ふ
風
に
考
へ
て
居
り
ま
す
、
［
…
］
」
と
、
旧
来
の
団
体
生
活
の
秩
序
の
維
持
と
、
新
二
二
／
一
一
四
条
に
よ
る

個
人
の
立
場
の
尊
重
に
は
、
分
断
し
て
言
及
す
る
の
み
で
、
相
互
の
関
係
（
殊
に
、
後
者
が
前
者
を
い
か
に
変
革
す
る
の
か
）
に
関
す
る

解
釈
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
再
び
〈
分
断
論
〉
を
採
り
、
林
の
質
問
に
正
面
か
ら
は
答
え
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
明
示
し
な
い
。

↓
 

金
森
は
、
こ
の
日
の
最
後
の
答
弁
の
末
尾
で
は
、
「
［
…
］
家
共
の
も
の
の
考
へ
方
は
勿
論
尊
重
し
て
行
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
の
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こ
れ
は
、
芦
川
に
よ
る
要
約
と
言
え
ど
も
、
③
の
廃
止
の
一
義
的
解
釈
を
否
定
す
る
趣
旨
は
勿
論
、
本
来
金
森
が
示
唆
し
て
い
た
②
の
選

択
肢
の
存
在
す
ら
総
架
し
て
い
る
。
（
次
款
の
、
衆
議
院
本
会
議
で
の
、
芦
川
に
よ
る
委
員
会
に
於
け
る
金
森
発
言
の
報
告
で
の
、
同
様

な
捨
象
の
傾
向
も
参
照
。
）
こ
れ
に
対
し
、
社
会
党
の
鈴
木
義
男
委
員
は
、
金
森
の
解
釈
論
は
「
只
今
承
っ
た
だ
け
で
す
か
ら
、
川
日
ま

（
畑
）

（
旧
）
金
森
発
言
の
芦
川
に
よ
る
要
約
（
一
一
二
／
二
四
条
は
「
家
」
を
廃
止
す
る
趣
』
、
で
は
な
い
）
と
社
会
党
修
正
案

金
森
の
退
席
後
、
芦
川
は
、
社
会
党
の
修
正
案
と
の
関
述
で
、
金
森
に
よ
る
二
二
／
二
四
条
の
解
釈
論
の
全
体
を
、
何
条
は
「
家
」
を

廃
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
、
と
ま
と
め
て
い
る
。

や
う
な
戸
主
権
の
恐
し
く
強
い
や
う
な
、
随
て
偶
然
其
の
家
の
家
族
に
な
り
ま
す
と
、
其
の
意
に
反
し
て
多
く
の
制
約
を
受
け
る
と
云
ふ

や
う
な
こ
と
は
漸
次
麻
耐
正
せ
ら
れ
て
、
さ
う
云
ふ
臭
ひ
の
な
い
や
う
に
し
て
行
か
う
［
…
］
」
と
、
「
其
の
意
に
反
し
て
多
く
の
制
約
を
受

け
る
と
云
ふ
［
…
］
臭
ひ
」
と
い
う
表
現
に
〈
反
封
建
制
論
〉
に
依
る
こ
と
を
匂
わ
せ
な
が
ら
、
戸
主
権
の
不
当
な
行
使
の
廃
除
は
再
度

宣
言
し
て
い
る
。
金
森
は
こ
の
日
、
こ
の
時
点
で
退
席
し
て
い
る
。

二
十
二
條
は
大
体
輪
廓
が
分
っ
た
や
う
で
す
が
、
先
日
の
社
會
党
の
修
正
案
に
於
て
は
、
二
十
二
條
の
第
三
項
に
「
國
民
の
家
庭

生
活
は
保
護
さ
れ
る
」
と
云
ふ
字
句
を
入
れ
た
い
、
斯
う
云
ふ
案
で
し
た
ね
、
所
が
只
今
の
金
森
剛
荷
大
厄
の
御
説
明
に
依
れ
ば
、

の
家
族
主
義
の
特
色
と
す
る
所
を
特
に
排
除
す
る
意
味
で
は
な
い
の
だ
、
期
う
云
ふ
風
な
意
見
の
表
示
が
あ
っ
た
［
傍
線
和
川
］

の
で
す
が
、
や
は
り
修
正
案
の
や
う
に
「
刷
民
の
家
庭
生
活
は
保
誠
さ
れ
る
」
と
云
ふ
文
字
を
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
云

ふ
御
考
へ
に
は
変
化
は
な
い
訳
で
す
か

戦
後
占
飢
期
の
民
法
・
戸
崎
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
川
）

正
Ⅱ
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（
ｕ
）
「
芦
田
小
委
員
会
」
に
於
け
る
金
森
大
臣
の
二
二
／
二
四
条
の
解
釈
論
（
小
括
）

以
上
の
、
「
芦
田
小
委
員
会
」
に
於
け
る
（
、
）
か
ら
（
旧
）
の
論
点
で
の
、
金
森
大
臣
の
二
一
一
／
二
四
条
の
解
釈
と
、
「
家
」
存
廃
、

及
び
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
戸
主
権
、
家
督
相
続
と
そ
の
順
位
の
改
廃
に
つ
い
て
の
答
弁
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
金
森
の
対
応
は
、
二
二
／

二
四
条
は
必
ず
し
も
「
家
」
廃
止
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
言
明
に
よ
り
、
③
の
廃
止
の
一
義
的
解
釈
を
否
定
し
、
〈
「
家
」
を

存
置
す
る
な
ら
ば
〉
と
い
う
仮
定
に
よ
り
、
②
の
二
義
的
解
釈
論
の
存
在
の
下
で
の
「
家
」
存
置
の
選
択
肢
の
採
用
を
示
唆
し
、
し
か
し

政
府
の
最
終
的
解
釈
は
示
さ
ず
に
、
民
法
等
の
法
改
正
の
内
容
は
、
臨
時
法
制
調
査
会
・
司
法
法
制
審
議
会
等
に
於
け
る
改
正
作
業
に
一

任
す
る
と
い
う
④
の
一
任
論
に
終
始
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
金
森
は
、
マ
ト
リ
ク
ス
の
〈
Ｂ
〉
〈
Ｃ
〉
程
度
の
「
家
」
の
改
廃

は
必
要
、
と
し
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
間
、
金
森
は
、
「
家
」
存
置
・
廃
止
双
方
の
主
張
を
な
し
得
る
四
つ
の
論
法
、
〈
二

二
／
二
四
条
Ⅱ
反
封
建
制
論
〉
〈
「
家
」
制
度
の
連
環
関
係
論
〉
〈
「
家
」
制
度
の
護
持
・
改
廃
部
分
の
分
断
論
〉
〈
法
的
「
家
」
制
度
の
現

実
へ
の
適
合
論
〉
を
駆
使
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
金
森
は
、
「
家
」
の
存
置
・
廃
止
双
方
が
（
特
に
存
置
も
）
可
能
だ
と
い
う
言
明
と
、

最
終
的
な
結
論
の
徹
底
的
回
避
と
の
間
を
、
（
時
に
戯
画
的
た
る
こ
と
を
も
厭
わ
ず
に
！
）
頻
繁
に
往
復
す
る
こ
と
に
専
心
し
た
の
で
あ

っ
た
。

法
響
韮
心
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

て
能
く
考
へ
て
置
き
ま
す
」
と
、
修
正
案
の
扱
い
を
一
旦
凍
結
し
て
い
る
。

（
伽
）

（
応
）
二
二
／
一
一
四
条
の
修
正
案

以
上
の
七
月
三
○
日
の
議
論
の
後
、
八
月
一
日
に
、
以
下
の
（
ａ
）
（
ｂ
）
（
ｃ
）
の
修
正
案
が
辮
議
さ
れ
た
。
（
以
下
案
の
中
の
修

五
六
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こ
の
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
ら
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
、
衆
議
院
本
会
議
で
、
こ
の
修
正
が
、
芦
田
が
委
員
長
で
あ
る
帝
国
憲
法
改
正

案
委
員
会
の
修
正
案
と
し
て
提
川
、
可
決
さ
れ
て
い
る
（
次
款
参
照
）
。

（
ｂ
）
両
性
の
「
本
質
的
平
等
」
を
「
薙
本
的
平
等
」
と
修
正
す
る
案
が
見
送
ら
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
右
の
引
用
箇
所
で
芦
川
が
修
正
を
審
議
に
付
し
て
直
ぐ
後
、
社
会
党
の
鈴
木
義
男
（
翌
一
九
四
七
年
七
月
以
後

の
民
法
改
正
時
の
、
片
山
内
側
で
の
司
法
大
臓
）
が
、
。
水
面
的
平
等
」
と
云
ふ
の
は
、
薙
別
あ
る
平
等
」
で
あ
り
、
「
化
皿
的
、
心
皿

的
相
迎
は
認
め
る
、
〔
…
］
兼
別
を
認
め
つ
つ
平
等
に
扱
ふ
」
の
で
、
こ
れ
で
よ
い
、
「
雅
木
的
」
は
「
改
悪
」
と
な
る
、
と
強
弁
し
て
い

る
。
芦
川
や
林
平
馬
委
員
は
、
修
正
案
に
傾
い
て
い
た
よ
う
だ
が
、
廿
日
出
彪
委
員
（
自
由
党
）
が
鈴
木
と
同
趣
旨
で
修
正
に
反
対

（
咽
）

し
た
こ
と
も
あ
り
、
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
ｃ
）
社
会
党
の
「
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
」
を
「
家
族
生
活
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
」
と
修
正
す
る
案
も
見
送
ら
れ
て

正
・
追
加
箇
所
に
加
川
が
傍
線
を
付
し
た
。
）

（
ａ
）
「
個
人
の
権
威
」
を
「
個
人
の
尊
厳
」
に
修
正
す
る
案
が
、
以
下
の
様
に
異
議
な
く
採
択
さ
れ
て
い
る
。

○
芦
川
委
員
長
今
度
は
二
十
二
條
で
一
寸
確
め
て
置
き
た
い
の
は
第
二
頃
の
「
個
人
の
権
威
」
と
云
ふ
の
を
「
尊
嚴
」
と
改
め

る
と
云
ふ
こ
と
が
多
数
説
の
や
う
な
氣
が
し
て
居
り
ま
す
、
そ
れ
か
ら
「
両
性
の
本
質
的
平
等
」
と
云
ふ
文
字
を
、
或
は
「
基
本

的
」
と
云
ふ
字
が
宜
い
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
説
が
あ
っ
て
、
是
は
必
ず
し
も
決
定
し
て
な
か
っ
た
や
う
に
凪
ふ
の
で
す
が
、
其

の
二
つ
の
文
字
の
修
正
で
す
、
「
側
人
の
権
威
」
と
」
ふ
の
を
「
尊
般
」
と
面
し
ま
す
か
、
「
品
位
」
と
面
し
ま
す
か

（
Ⅲ
）
 

○
鈴
木
（
義
）
委
員
そ
れ
は
略
々
侍
さ
ん
が
「
尊
臓
」
の
方
に
賛
成
の
や
う
で
し
た
が
：
。
…
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
両
脇
法
改
服
過
樫
（
三
）
（
伽
川
）

几
上
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こ
の
結
果
、
二
二
／
二
四
条
に
つ
い
て
、
芦
田
小
委
員
会
自
体
は
、
解
釈
論
を
戦
わ
せ
た
も
の
の
、
「
個
人
の
権
威
」
を
「
個
人
の
尊

’
 

厳
」
と
す
る
（
ａ
）
の
案
を
採
択
し
た
以
外
は
、
文
一
一
一
一
口
の
修
正
は
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
報
告
全
体
が
終
わ
っ
た
後
、
同
ｕ
、
衆
議
院
は
遜
法
草
案
全
休
を
議
決
に
か
け
、
二
二
／
二
川
条
に
つ
い
て
は
、
「
個
人

こ
の
案
は
、
既
に
本
稿
で
見
た
、
当
初
七
月
三
○
日
の
段
階
で
同
じ
く
社
会
党
が
考
慮
を
促
し
て
い
た
「
国
民
の
家
庭
生
析
は
保
誕
さ

れ
る
」
を
付
加
す
る
修
正
初
案
に
代
わ
る
べ
き
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
委
員
の
佐
藤
達
夫
が
遠
回
し
な
が
ら
反
対
の
意
を
表
明
し

（
川
）

た
た
め
、
社
会
党
の
鈴
木
義
男
は
初
案
、
こ
の
案
双
方
と
も
撤
回
し
た
の
で
あ
っ
た
。

金
森
発
一
一
一
一
ｍ
に
み
る
変
化
に
も
拘
わ
ら
ず
、
衆
議
院
本
会
議
の
最
終
日
の
八
月
二
四
日
に
、
芦
川
均
は
、
次
の
様
な
、
政
府
の
二
二
／
二

四
条
の
解
釈
を
報
告
し
て
い
る
。

い
る
。

又
委
員
会
に
於
て
は
、
草
案
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
如
く
、
個
人
の
尊
厳
‐

机
続
椛
、
戸
主
権
、
そ
の
他
家
族
に
関
す
る
乎
項
を
再
吟
味
す
る
場
合
に
は
、

と
云
ふ
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点
に
付
て
政
府
は
、
草
案
に
定
め
る
趣
垂

の
地
位
に
強
力
な
刎
孑
を
鵬
え
て
、
家
を
継
が
せ
る
こ
と
と
し
た
い
と
の
意
向
を
明
白
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
［
傍
線
和
川
］

の
諦
求
椛
呼
等
を
一
掃
す
る
と
云
う
趣
意
で
は
な
く
て
、
家
族
生
析
は
常
に
そ
の
中
心
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
い
戸
主

第
三
款
衆
議
院
本
会
議
の
肢
終
日

法
学
志
休
第
几
十
八
巻
第
四
号

草
案
に
定
め
る
趣
意
は
必
ず
し
も
従
来
の
家
督
机
統
、

個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
と
に
立
脚
し
て
、
財
産
樅
、

る
場
合
に
は
、
我
が
国
固
有
の
家
族
制
度
の
巡
命
は
ど
う
な
る
か

（
咽
）

（
川
）

戸
主
樅
、
離
州

兀
八
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（
川
）

の
権
威
」
を
「
個
人
の
尊
厳
」
と
し
た
以
外
は
、
修
正
な
く
、
通
過
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
で
は
、
先
ず
「
政
府
は
、
草
案
に
定
め
る
趣
意
は
必
ず
し
も
従
来
の
家
督
机
統
、
戸
主
樅
」
と
い
う
法
的
制
度
・
権
利
を

「
一
掃
す
る
と
云
う
趣
意
で
は
な
く
」
と
い
う
政
府
の
理
解
が
示
さ
れ
、
そ
こ
で
は
再
び
③
の
「
廃
止
」
の
一
雄
価
解
釈
が
否
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
芦
田
小
委
員
会
で
は
、
金
森
が
②
の
二
義
的
解
釈
（
選
択
肢
の
存
在
）
を
事
実
上
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
芦
田
は

こ
の
Ⅱ
の
報
告
で
、
そ
の
点
に
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
「
［
政
府
は
］
勢
い
戸
主
の
地
位
に
強
力
な
男
子
を
据
え
て
、
家

を
継
が
せ
る
［
…
］
意
向
を
明
白
に
し
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
が
法
的
「
家
」
の
存
概
論
を
採
る
と
明
示
し
た
も
の
、
と
見

（
脚
）

な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
一
一
一
口
す
れ
ば
、
②
の
選
択
肢
の
存
在
を
一
一
一
一
ｍ
明
し
な
い
が
故
に
、
そ
の
ま
ま
①
の
（
あ
る
い
は
①
に
極
め
て
近
い
）

作
例
の
一
誰
伺
解
釈
、
と
い
う
政
府
の
解
釈
論
を
釧
服
叩
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
繰
り
返
す
が
、
委
員
会
・
芦
川
小
委
員
会
の
蕊
邪
・
速
記
録

で
は
、
金
森
の
解
釈
は
こ
こ
ま
で
①
に
接
近
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
②
に
軸
足
を
移
し
つ
つ
、
存
慨
の
選
択
肢
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
形
式
的
に
は
委
員
会
報
告
で
あ
る
が
、
傍
線
部
は
、
内
枩
河
的
に
は
差
違
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
最
終
日
の
本

会
議
で
は
、
こ
の
後
政
府
の
二
二
／
二
四
条
解
釈
が
、
改
め
て
は
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
芦
川
の
報
併
が
差
違
あ
る
内
容
の
ま
ま

（
Ⅲ
）
 

で
、
政
府
・
吉
川
内
閣
に
よ
る
惑
法
一
一
一
一
／
二
四
条
の
（
八
Ｎ
二
四
日
時
点
で
の
）
解
釈
の
表
明
と
い
う
効
果
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
政
府
は
、
二
一
一
／
二
四
条
は
「
家
」
廃
止
を
必
ず
し
も
要
請
し
な
い
の
で
「
家
」
は
存
置
す
る
方
針
ぺ
と
い
う
①
の
〃
慨
の
一
誰
阿

（
柵
）

（
川
）

解
釈
に
近
い
立
場
を
（
芦
川
を
通
し
て
）
表
明
し
た
上
で
、
二
四
条
を
衆
議
院
で
通
過
さ
せ
た
こ
‐
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
存
世
す
る
場
合

の
（
述
憲
で
な
い
範
囲
で
の
）
法
的
「
家
」
制
度
の
具
体
的
内
容
を
議
論
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
内
容
の
決
定
を
民
法
・
戸
籍
法
改
正
の
審

議
に
先
送
り
し
た
悠
昨
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
法
・
戸
籍
法
改
正
を
待
つ
ど
こ
ろ
か
、
俺
か
四
日
後
の
貨
族
院
で
の
意
波
涛
識
で
、
こ
の
論
点
は
蒸
し
返
さ
れ
る

戦
後
占
舗
鰡
馴
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

五
九
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（
１
）
本
会
議
に
於
け
る
、
木
村
司
法
大
臣
に
よ
る
二
四
条
解
釈
の
変
更
（
結
論
と
し
て
の
「
家
」
廃
止
の
宣
言
）

政
府
・
内
閣
は
、
既
に
見
た
通
り
、
そ
れ
ま
で
衆
議
院
で
④
の
一
任
論
を
繰
り
返
し
併
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、

（
川
）

自
身
の
諮
問
機
関
で
あ
る
臨
時
法
制
調
査
会
の
決
定
に
真
っ
向
か
つ
り
反
す
る
政
策
を
採
る
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
を
来
す
。

法
磐
悪
心
体
第
九
十
五
巻
第
四
号

六
○

こ
と
に
な
る
。
既
に
述
べ
た
が
、
衆
議
院
で
政
府
は
繰
り
返
し
、
二
二
／
二
四
条
の
運
用
を
臨
時
法
制
調
査
会
・
司
法
法
制
審
議
姿
に
一

任
す
る
④
の
方
針
も
表
明
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
司
法
法
制
審
議
会
が
早
く
も
八
月
一
六
日
に
決
定
し
た
（
マ
ト
リ
ク
ス
〈
Ｏ
〉
程
度

の
）
「
家
」
廃
止
を
意
味
す
る
民
法
改
正
要
綱
案
を
受
け
て
、
臨
時
法
制
調
査
会
第
二
回
総
会
は
、
八
月
二
一
一
一
日
に
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
民

（
Ⅳ
）
 

法
改
正
要
綱
案
を
、
既
に
暖
択
・
「
決
宗
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
詳
細
は
二
章
参
照
。
）
翌
日
、
二
四
日
の
芦
田
却
避
ロ
に
は
こ
の
「
決

定
と
に
全
く
言
及
が
な
い
ま
ま
、
衆
議
院
は
憲
法
草
案
を
可
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。
奇
し
く
も
、
芦
田
が
委
員
長
を
務
め
る
芦
田
小
委
員

会
の
開
催
は
八
月
一
三
日
（
右
の
司
法
法
制
審
議
会
初
日
の
前
日
）
ま
で
、
同
じ
く
委
員
会
も
八
月
二
一
日
（
右
の
臨
時
法
制
調
査
会
で

（
川
）

民
法
改
正
要
綱
が
議
論
さ
れ
る
二
二
日
の
前
日
）
ま
で
で
あ
り
、
④
の
一
任
論
の
下
で
は
、
本
，
釆
最
も
重
要
な
転
換
点
と
な
る
は
ず
の
一

六
日
の
決
定
も
、
殊
更
議
論
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
二
四
日
の
芦
田
発
言
は
あ
く
ま
で
衆
議
院
の
委
員
会
の
報
告
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
審

（
川
）

議
宏
室
・
調
査
会
の
審
議
経
緯
に
な
ど
一
一
一
一
口
及
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
六
節
帝
国
議
会
・
賀
族
院
で
の
審
議

第
一
款
本
会
議
・
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会

今
大
言
ｂ
、
内
閣

殊
に
、
木
村
司
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（
２
）
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に
於
け
る
、
金
森
憲
法
改
正
担
当
国
務
大
臣
の
答
弁
（
②
の
二
義
的
解
釈
論
の
明
示
）

こ
の
時
期
に
は
、
金
森
は
答
弁
で
、
②
の
二
義
的
解
釈
論
を
明
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
家
」
存
廃
の
選
択
肢
の
い
ず
れ

を
採
る
か
は
明
言
し
て
お
ら
ず
、
政
府
内
で
の
方
針
の
不
統
一
を
露
呈
す
る
。
即
ち
、
九
月
一
八
日
に
、
金
森
は
大
河
内
輝
耕
議
員
（
所

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

一
ハ
一

法
大
臣
に
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
管
轄
す
る
司
法
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
司
法
法
制
審
議
会
の
方
針
に
抗
う
に
は
、
十
分
な
根
拠
を
持
ち
合

わ
せ
て
も
い
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雌
か
四
日
後
の
八
月
二
八
日
、
貴
族
院
本
会
議
（
第
一
読
会
）
の
憲
法
審
議
で
、
木

村
司
法
大
臣
は
、
二
四
条
の
解
釈
と
「
家
」
存
廃
の
方
針
を
一
変
さ
せ
た
。
木
村
は
、
「
［
…
］
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
は
、
如
何

に
も
封
建
的
色
彩
を
帯
び
て
居
り
、
幾
多
の
弊
害
を
生
ず
る
」
か
ら
、
「
改
正
憲
法
に
於
て
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
［
…

（
Ⅲ
）
 

に
・
・
・
］
立
脚
致
し
［
…
〕
家
族
制
度
を
無
く
し
よ
う
〔
マ
マ
］
と
し
た
」
と
、
〈
反
封
建
制
論
〉
を
「
家
」
改
廃
の
方
向
に
用
い
つ
つ
、

「
家
」
廃
止
論
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
（
文
言
上
は
、
②
の
二
義
的
解
釈
ど
こ
ろ
か
、
③
の
廃
止
の
一
義
的
解
釈
か
と
も
思
え

る
が
、
そ
こ
ま
で
明
確
な
断
定
は
で
き
な
い
。
）

こ
の
後
、
貴
族
院
で
は
、
右
の
木
村
発
言
の
あ
っ
た
本
会
議
の
後
で
は
、
暫
く
二
四
条
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
間
に
、
九
月
一

一
日
の
（
民
法
改
正
を
議
論
し
て
い
る
）
司
法
法
制
審
議
会
で
、
（
金
森
国
務
大
唖
に
代
わ
っ
て
）
内
閣
法
制
局
の
入
江
長
官
が
、
②
の

選
択
肢
存
在
論
を
明
言
し
、
③
の
廃
止
の
一
義
的
解
釈
を
否
定
し
た
た
め
、
「
家
」
廃
止
の
民
法
改
正
要
綱
案
を
覆
す
べ
し
、
と
の
意
見

が
噴
出
す
る
、
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
結
局
は
、
要
綱
案
が
支
持
さ
れ
た
た
め
、
む
し
ろ
「
家
」
廃
止
案
が
安
定
化
さ
れ
て
終
わ
っ

て
い
る
。
（
史
料
・
文
献
含
め
、
二
章
で
詳
述
す
る
。
）
そ
の
後
、
九
月
の
半
ば
以
後
に
、
貴
族
院
の
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に

お
い
て
、
二
四
条
が
再
び
審
議
さ
れ
る
。
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法
学
志
林
飾
九
十
几
巻
第
川
サ

ルハー一

風
は
研
究
会
）
に
対
し
て
「
家
族
制
度
の
問
題
は
、
〔
…
〕
恵
法
二
十
四
条
は
こ
れ
を
い
け
な
い
と
も
言
わ
な
い
し
、
宜
し
い
と
も
一
言
わ

な
い
。
［
…
］
相
当
幅
の
あ
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
て
居
り
ま
す
」
と
表
明
し
た
上
で
、
す
ぐ
「
従
っ
て
こ
の
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
、
如

何
な
る
家
の
制
度
を
設
け
る
か
［
…
］
法
律
を
以
て
適
当
な
る
内
容
を
定
む
く
き
」
と
、
二
四
条
の
下
で
も
法
律
で
「
家
」
を
存
置
し
う

る
と
い
う
解
釈
を
繰
り
返
し
、
「
如
何
な
る
法
律
を
定
む
く
き
か
［
…
］
、
臨
時
法
制
調
査
会
で
目
下
研
究
中
」
だ
が
、
「
行
届
い
た
結
論

（
川
）

迄
至
っ
て
居
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
」
と
、
②
を
前
提
と
し
た
④
の
一
柾
論
を
強
調
す
る
。
金
森
の
理
解
は
、
》
肌
述
の
九
月
一
一
日
の

比
法
改
正
要
綱
の
安
定
化
の
後
で
す
ら
、
木
村
と
異
な
り
、
「
家
」
←
丘
脆
の
結
論
は
出
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
金
森
は
他
力
で
、
Ｕ
委
員
会
で
、
同
日
の
珊
山
精
一
議
員
（
無
所
属
倶
楽
部
）
に
対
す
る
稗
弁
で
は
、
戸
主
樅
・
戸
主
を

認
め
な
い
選
択
肢
の
下
で
は
法
改
正
を
ど
う
す
る
か
、
と
、
②
の
下
で
も
廃
止
論
を
具
体
的
に
扱
い
始
め
て
は
い
る
。
梓
弁
で
曰
く
、

「
［
…
］
家
族
団
体
〔
…
］
を
［
…
］
法
律
上
の
単
位
に
孫
入
れ
ま
し
た
時
に
、
［
…
］
戸
主
〔
…
］
が
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
［
…
〕

が
先
決
問
題
と
な
り
〔
…
］
、
戸
主
権
が
悪
く
と
も
、
家
族
団
体
を
何
等
か
の
形
を
以
て
保
持
す
る
形
式
が
案
出
で
き
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
」
と
し
て
、
「
〔
…
］
戸
主
権
は
縦
し
ん
ば
、
或
は
戸
主
は
縦
し
ん
ば
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
に
致
し
ま
し
て
も
、
［
…
〕
」
と
い

う
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
し
た
上
で
、
「
な
を
か
つ
何
等
か
の
方
法
に
依
っ
て
今
迄
発
達
し
て
居
る
健
全
な
家
族
凹
体
が
う
ま
く
存
続
す

（
川
）

る
よ
う
に
す
る
と
云
う
の
も
、
一
つ
の
考
え
［
…
］
」
と
述
べ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
Ｐ
主
・
一
Ｐ
主
権
が
な
く
と
も
、
「
家
」
類
似
の
制
度
を

「
法
律
上
の
単
位
に
採
り
入
れ
」
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
金
森
は
、
同
委
員
会
で
同
日
、
更
に
、
佐
々
木
惣
一
議
員
（
無
所
属
倶
楽
部
）
へ
の
審
弁
で
、
「
法
律
の
で
き
具
合
に

依
っ
て
、
実
際
麺
的
な
、
社
会
的
な
、
こ
の
家
族
制
庇
に
も
影
響
を
受
け
る
と
云
う
虞
は
あ
る
［
…
〕
。
〔
…
］
こ
の
規
定
［
二
四
条
］
の
迦

（
Ⅲ
）
 

川
〔
侮
線
Ⅲ
川
〕
は
余
哩
能
く
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
も
述
べ
て
、
②
の
一
一
識
的
解
釈
を
認
め
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
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（
３
）
批
族
院
帝
国
恋
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に
於
け
る
、
木
村
司
法
大
胆
に
よ
る
二
四
条
解
釈
の
変
更
（
②
の
二
義
的
解
釈
か
ら
、

③
の
廃
止
の
一
義
的
解
釈
へ
）

②
の
二
義
的
解
釈
の
下
で
は
、
木
村
が
い
く
ら
「
家
」
廃
止
を
選
択
す
る
こ
と
を
論
じ
て
も
、
こ
れ
に
対
し
て
い
つ
で
も
「
家
」
存
置

の
選
択
肢
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
廃
止
論
は
極
め
て
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
右
記
の
金
森
発
言
の
す
ぐ

翌
Ⅲ
、
九
月
一
九
日
の
同
じ
委
員
会
で
、
木
村
は
政
府
の
方
針
を
②
か
ら
③
の
「
廃
止
」
の
一
義
的
解
釈
論
へ
と
完
全
に
転
轍
し
、

「
家
」
廃
止
方
針
を
安
定
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
第
三
款
の
本
会
議
最
終
日
ま
で
、
金
森
は
二
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
も
は
や

答
弁
を
行
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の
一
九
日
と
、
次
の
二
六
日
の
木
村
の
答
弁
が
決
定
的
な
政
府
の
二
四
条
解
釈
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

即
ち
、
稲
川
議
員
の
、
「
政
府
と
し
て
は
、
〔
…
］
従
来
の
［
・
・
・
］
封
建
的
な
家
族
制
唆
と
云
う
も
の
は
棄
て
て
し
ま
う
の
だ
、
斯
う
云

う
風
に
［
…
］
剪
敢
に
ひ
と
つ
言
わ
れ
た
方
が
、
天
下
の
疑
惑
を
寧
ろ
一
柵
す
る
所
以
で
は
な
い
か
」
と
い
う
誘
い
に
応
じ
て
、
木
村
は
、

「
二
十
四
条
の
結
果
〔
傍
線
和
田
、
以
下
同
じ
］
、
私
は
［
…
］
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
と
云
う
も
の
は
な
く
な
る
、
従
っ
て
民
法

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
儒
法
改
正
過
程
（
三
）
（
伽
川
）

一ハーーー

上
で
現
炎
に
存
在
す
る
「
社
会
的
」
「
家
」
へ
の
影
響
に
配
慮
し
て
、
二
四
条
の
迎
川
上
は
法
的
「
家
」
あ
る
い
は
そ
の
頬
似
制
度
の
存

置
を
推
奨
す
る
口
振
り
を
示
す
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
前
節
・
第
二
款
で
見
た
様
に
、
芦
田
小
委
員
会
で
は
、
新
た
な
法

改
正
と
「
川
休
生
活
の
規
範
や
秩
序
の
維
持
」
と
の
机
互
関
係
・
影
郷
に
は
沈
黙
し
、
〈
「
家
」
制
度
の
汕
持
・
改
廃
部
分
の
分
断
論
〉
を

採
っ
て
い
た
金
森
も
、
木
村
が
「
家
」
廃
止
を
明
言
す
る
に
至
っ
て
は
、
逆
に
こ
の
机
互
的
影
響
に
は
注
意
す
べ
き
、
と
主
張
し
て
い
る

訳
で
あ
る
。

た
◎ 
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［
…
］
憲
法
を
改
正
し
た
当
然
の
結
果
と
し
て
起
っ
て
来
る
解
釈
上
の
結
果
」
な
の
か
、
と
念
を
押
さ
れ
て
、
木
村
は
「
そ
う
考
え
て
居

（
川
×
川
）

り
ま
す
」
と
、
②
の
二
義
的
解
釈
か
ら
、
③
の
「
廃
止
」
の
一
義
的
解
釈
へ
の
転
轍
を
、
再
確
調
心
し
た
の
で
あ
っ
た
。

戸
主
・
戸
主
権
の
廃
止
の
み
な
ら
ず
、
「
家
」
制
度
の
二
大
支
柱
の
も
う
一
方
の
家
督
相
続
を
廃
止
す
る
こ
と
も
、
木
村
は
一
週
間
後

の
九
月
二
六
日
に
、
貴
族
院
の
同
じ
委
員
会
で
、
大
河
内
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
「
家
督
相
続
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。
均
分
相
続
の
建

（
川
）

一
Ｍ
を
執
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
明
言
す
る
。

を
く
ど
い
ほ
ど
に
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
大
河
内
議
員
に
、
「
［
木
村
の
］
只
今
の
御
答
え
は
恵
法
の
当
然
の
結
果
と
し
て
起
る
御
答
え
、

と
言
い
切
っ
た
。
〈
「
家
」
制
度
の
護
持
・
改
廃
部
分
の
分
断
論
〉
を
採
り
、
「
民
法
上
の
所
謂
家
族
制
度
」
を
改
廃
部
分
と
し
て
こ
ち
ら

に
重
点
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
③
の
「
廃
止
」
の
一
義
的
解
釈
へ
と
踏
み
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
後
、
木
村
は
、
川
村
竹
治
議
員
（
交
友
倶
楽
部
）
の
質
問
に
対
し
て
も
、
「
［
…
］
現
行
民
法
の
下
に
於
け
る
戸
主
中
心
と
し
て
の

家
族
と
云
う
も
の
は
な
く
な
る
［
…
］
」
「
従
来
の
よ
う
な
所
謂
戸
主
と
云
う
中
心
は
無
く
な
る
［
…
］
こ
の
戸
主
中
心
主
義
の
家
族
と
云

う
も
の
は
な
く
な
る
［
…
］
」
（
清
水
「
憲
法
審
議
録
』
第
二
巻
、
五
二
七
・
五
二
八
頁
）
と
、
戸
主
を
中
心
と
す
る
「
家
」
制
度
の
廃
止

と
い
う
表
現
を
採
る
。
そ
の
直
後
に
、
「
親
子
、
夫
婦
が
相
俺
り
相
集
っ
て
協
同
体
を
組
織
す
る
、
こ
の
概
念
的
の
家
と
云
う
も
の
は
決

（
、
）
「

し
て
な
く
な
る
訳
じ
ゃ
な
い
」
と
何
ら
か
の
「
家
」
の
存
続
は
言
明
し
つ
つ
も
、
再
度
「
民
法
上
の
所
謂
家
族
制
度
と
云
う
も
の
は
、
こ

の
規
定
の
結
果
な
く
な
る
と
云
う
こ
と
は
、

法
学
志
体
節
九
十
五
巻
第
四
号

六
四

の
所
謂
一
戸
主
家
族
、
あ
の
章
は
な
く
な
る
も
の
と
確
信
し
て
疑
い
ま
せ
ぬ
。
」
と
、
一
旦
、
「
結
果
」
と
し
て
「
家
」
廃
止
を
予
測
す
る
、

（
１
）
（
２
）
（
３
）
の
よ
う
に
、
内
閣
・
政
府
内
部
の
亀
裂
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
森

「
家
」
の
存
続
は
言
明
し
つ
つ
も
、
再
度
「
民
法
上
の
所
謂
家
族
制
度
と
云
う
も
の
は
、
こ

（
鵬
）

こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
か
と
私
は
信
じ
ま
す
。
」
と
ム
マ
度
は
、
「
当
然
」
の
「
結
果
」
で
あ
る
、
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と
異
な
り
、
木
村
が
方
針
を
大
き
く
転
換
し
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
前
述
の
通
り
、
④
の
一
任
論
を
積
極
的
に
採
っ
た

後
で
は
、
内
閣
・
司
法
省
そ
れ
ぞ
れ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
、
臨
時
法
制
調
査
会
と
司
法
法
制
審
議
会
の
決
定
に
反
す
る
政
策
を
抑
も
採
る

の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
今
一
つ
に
は
、
二
次
的
史
料
で
あ
る
、
民
法
改
正
草
案
の
起
草
委
員
、
奥
野
・
中
川
・
我
妻

の
回
顧
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
我
妻
・
中
川
が
、
木
村
に
直
接
「
家
」
を
制
度
と
し
て
は
廃
止
す
べ
き
こ
と
を
申
し
入
れ
た
結
果
で
あ

る
と
い
う
。
奥
野
が
、
（
本
稿
で
も
検
討
し
た
通
り
）
吉
川
首
相
や
金
森
大
臣
が
「
憲
法
が
で
き
て
も
家
の
制
度
は
廃
止
す
る
必
要
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
相
当
強
く
答
弁
さ
れ
て
お
っ
た
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
当
時
木
村
司
法
大
臣
も
大
体
そ
う
い
う
思
想
で
あ
っ
た
よ
う
」

だ
が
、
「
我
妻
さ
ん
と
中
川
さ
ん
と
が
ｌ
私
が
立
会
人
的
な
意
味
で
そ
ば
に
お
っ
た
の
で
す
が
Ｉ
木
村
大
憧
に
お
会
い
に
な
っ
て
、

戸
主
・
家
族
そ
の
他
家
の
制
度
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
廃
止
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
政
府
の
方
針
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
委
員
の
仕

事
は
や
っ
て
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
い
わ
れ
た
」
と
回
顧
す
る
。
中
川
・
我
妻
も
こ
れ
に
応
じ
て
、
我
妻
が
「
わ
れ
わ
れ
起
草

委
員
は
、
家
を
廃
止
す
る
と
い
う
立
場
で
も
う
立
案
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら
そ
う
な
っ
て
は
仕
事
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を

中
川
君
と
二
人
で
い
い
に
行
っ
た
。
木
村
さ
ん
は
そ
れ
を
諒
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
頃
か
ら
の
木
村
さ
ん
の
議
会
の
説
明
は
す
っ

か
り
か
わ
っ
て
、
戸
主
も
家
も
廃
さ
な
け
れ
ば
憲
法
の
趣
旨
は
通
ら
な
い
か
ら
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
す
。
金
森
さ
ん

（
卿
ｘ
Ⅲ
）

の
答
弁
も
調
子
が
か
わ
っ
た
」
と
断
じ
て
い
る
（
以
上
、
『
経
過
』
一
五
’
一
六
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
二
次
的
史
料
で
は
、
木
村
に
対
す

る
こ
の
申
し
入
れ
が
ど
の
時
点
で
あ
っ
た
か
は
、
確
定
で
き
な
い
。
し
か
も
、
七
月
一
七
日
か
ら
、
八
月
二
八
日
ま
で
の
四
○
日
以
上
の

間
、
木
村
は
二
二
／
一
一
四
条
に
つ
い
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
様
に
、
議
会
の
審
議
で
は
、
何
も
発
言
し
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
現
在
の

史
料
状
況
で
は
、
こ
の
「
申
し
入
れ
」
が
契
機
と
な
っ
て
木
村
の
方
針
が
変
わ
っ
た
、
と
の
解
釈
は
採
り
得
な
い
。

仮
に
こ
れ
が
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
他
の
状
況
が
重
な
り
、
殊
に
、
八
月
一
六
日
の
司
法
法
制
審
議
会
と
、
同
二
三

戦
後
占
飢
期
の
民
法
・
戸
締
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
川
）

六
五
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（
４
）
貴
族
院
帝
国
恵
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に
於
け
る
、
木
村
司
法
大
臣
に
よ
る
戸
締
法
へ
の
言
及

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
、
木
村
と
嚇
山
の
間
の
質
疑
応
答
で
、
木
村
が
②
か
ら
③
に
解
釈
を
変
え
た
価
後
、
松
村
真
一
郎
識
且
（
所
属

は
研
究
会
）
の
家
族
を
め
ぐ
る
「
思
想
」
に
関
す
る
質
問
へ
の
答
弁
で
、
木
村
が
戸
篤
法
に
直
接
言
及
し
て
い
る
。
松
村
は
、
「
［
…
］
親

子
、
夫
婦
と
申
し
ま
す
と
、
夫
婦
の
上
に
親
子
が
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
［
…
］
夫
婦
を
中
心
に
し
て
上
に
親
を
眺
め
る
、

下
に
子
を
眺
め
る
と
云
う
思
想
で
江
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
問
い
つ
め
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
木
村
は
、
「
［
…
］
我
々
は
考
慮
中
で
あ

（
畑
）

り
ま
す
。
こ
れ
は
主
と
し
て
一
Ｐ
籍
法
の
問
題
に
な
ろ
う
か
と
思
っ
て
居
り
ま
す
」
と
切
り
抜
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
ず
こ
の
点
も
、

（
司
法
法
制
審
議
会
・
臨
時
法
制
調
査
会
で
、
と
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
）
考
慮
中
、
と
④
の
一
任
論
を
述
べ
、
し
か
も
、
こ
の
〈
誰
が
誰
の

上
か
、
下
か
〉
と
い
う
「
家
」
の
災
体
に
も
関
わ
り
う
る
問
題
を
、
戸
新
法
の
盗
録
（
の
順
序
？
）
の
問
題
に
す
り
衿
え
、
峻
小
化
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
（
こ
の
後
の
松
村
と
の
質
疑
応
答
も
参
照
。
）
無
論
、
「
家
」
制
度
に
お
け
る
法
的
権
利
義
務
関
係
が
弱
体
化
あ
る
い
は

消
滅
し
て
も
、
形
式
的
に
「
家
」
あ
る
い
は
そ
の
頬
似
制
度
が
戸
繍
に
残
さ
れ
れ
ば
、
社
会
的
な
「
家
」
制
度
自
体
は
存
続
し
う
る
、
と

い
う
点
は
二
章
、
そ
し
て
特
に
三
章
以
後
に
本
摘
が
検
討
す
る
課
組
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
Ⅲ
巻
第
四
号

一
ハ
ー
ハ

川
の
臨
時
法
制
調
向
会
の
、
法
的
制
度
と
し
て
の
「
家
」
は
廃
止
す
る
、
と
い
う
内
溶
を
持
つ
決
議
（
詳
細
は
二
》
鼎
）
が
内
容
上
も
、
ま

（
腿
）

た
時
期
的
に
も
引
き
金
と
な
っ
て
、
八
月
二
八
Ｎ
以
後
、
木
村
が
錘
、
弁
内
容
を
変
え
た
、
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

貴
族
院
の
帝
国
識
法
改
正
案
特
別
委
員
会
は
、
九
月
二
日
か
ら
帝
刷
憲
法
改
正
案
の
審
議
を
開
始
し
、
約
一
ヶ
月
に
及
ぶ
審
議
の
結
果
、

第
二
款
批
族
院
帝
川
遜
法
改
正
案
特
別
委
員
小
委
員
会
・
そ
の
懇
談
会
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適
宜
比
較
検
討
す
る
。
）

目
一
〈
体
的
な
修
正
案
の
作
成
を
同
特
別
委
員
小
委
員
会
に
付
託
し
た
。
こ
の
小
委
員
会
は
、
九
月
二
八
日
か
ら
一
○
月
二
日
ま
で
四
回
に
亘

っ
て
開
会
さ
れ
た
。
小
委
員
会
で
は
、
議
員
以
外
の
傍
聴
は
認
め
て
お
ら
ず
、
（
そ
の
懇
談
会
も
含
め
て
）
議
事
速
記
録
は
、
小
委
員
会

（
川
×
隅
）

案
を
決
定
し
た
審
議
の
最
終
段
で
あ
る
、
一
○
月
一
一
Ｕ
の
審
議
の
一
部
を
除
い
て
は
、
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。

政
府
、
特
に
木
村
司
法
大
臣
が
、
二
四
条
は
「
家
」
を
廃
止
す
る
と
一
義
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
（
③
へ
の
）
変
転
を
受
け
て
、
一
○

月
二
日
、
小
委
員
会
の
懇
談
会
で
、
川
所
美
治
（
所
属
は
同
川
会
）
が
「
〔
…
〕
「
家
族
生
活
は
之
を
尊
邇
す
る
［
原
文
漢
字
平
仮
名
〕
」

（
脇
）

と
一
玄
ふ
こ
と
を
二
十
四
条
中
に
入
れ
る
か
又
は
新
し
い
一
ケ
条
を
入
れ
る
か
し
て
戴
き
た
い
。
」
と
、
修
正
案
を
提
起
す
る
。
こ
れ
は
、

（
川
）

（
剛
）

牧
野
英
一
議
員
（
無
所
属
倶
楽
部
）
の
希
望
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
懇
談
〈
奉
で
は
田
所
の
修
正
案
に
賛
成
す
る
下
條
、
松
本
、

山
川
（
や
や
中
立
的
な
意
見
な
が
ら
、
趣
旨
に
は
賛
成
）
と
、
反
対
す
る
浦
山
（
強
く
反
対
）
、
浅
井
（
や
や
中
立
的
な
意
見
な
が
ら
、

（
隅
）

霜
山
の
趣
」
口
に
賛
成
）
、
宮
沢
（
俊
義
、
強
く
反
対
）
、
川
村
（
こ
の
局
面
で
は
、
④
類
似
の
、
民
法
改
正
へ
の
一
任
論
）
の
間
で
、
以
下

の
様
な
激
し
い
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
後
に
、
田
所
は
、
「
国
体
の
根
本
に
な
る
家
族
生
活
の
関
係
、
親
子
の
忠
孝
を
基
と
し
た
国
体

の
こ
と
」
が
二
四
条
に
は
欠
落
し
て
い
る
の
で
こ
の
新
条
項
が
必
要
、
と
砿
ね
て
主
張
し
、
小
委
員
長
橋
本
が
、
こ
れ
を
「
特
別
委
員
会

に
報
告
」
す
る
、
こ
と
と
な
り
、
結
論
は
小
委
員
会
・
特
別
委
員
会
へ
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
賛
否
が
重
層
的
で
あ
る
の
で
、
若

（
卿
）

（
Ⅲ
）
 

干
長
く
な
る
が
該
当
個
所
を
引
用
す
る
。
（
新
た
な
一
次
史
料
で
あ
る
『
小
委
員
会
要
』
曰
』
を
用
い
つ
つ
、
注
に
於
い
て
他
の
二
史
料
と

田
所
美
治
君
二
十
四
条
で
は
日
本
の
家
族
生
活
の
本
質
を
少
し
も
現
は
し
て
居
ら
ず
、
之
を
打
壊
し
て
居
る
。
其
処
「
家
族
生

活
は
之
を
尊
重
す
る
〔
原
文
も
漢
字
平
仮
名
］
」
と
云
ふ
こ
と
を
二
十
四
条
中
に
入
れ
る
か
又
は
新
し
い
一
ケ
条
を
入
れ
る
か
し

て
戴
き
た
い
。
之
に
依
っ
て
法
律
も
之
を
尊
亜
す
る
で
あ
ら
う
。

戦
後
占
傾
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

六
七
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山
川
三
良
君
原
案
二
十
四
条
二
項
の
「
家
族
」
は
少
し
狭
い
も
の
で
あ
ら
う
。

浦
山
精
一
君
単
に
「
家
族
生
活
は
こ
れ
を
蝋
麺
す
る
」
と
一
ケ
条
入
れ
て
も
、
之
に
は
「
仙
人
の
尊
厳
と
両
性
の
水
磁
的
平

（
川
）

等
」
と
一
五
ふ
枠
を
朕
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

浅
井
清
君
現
在
の
家
族
生
活
を
灘
函
す
る
と
云
ふ
趣
旨
な
ら
ば
、
編
山
君
の
意
見
の
如
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る

山
川
三
良
君
川
所
君
の
意
見
は
二
十
四
条
二
項
を
適
当
に
面
し
て
此
の
巾
に
入
れ
て
は
如
何
○

浦
川
梢
一
君
二
十
四
条
二
項
中
に
「
家
族
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
か
ら
、
此
処
で
其
の
趣
旨
の
規
定
が
な
さ
れ
て
居
る
の
で

第
三
章
の
妙
味
が
あ
る
。
さ
う
す
る
と
日
本
の
社
会
生
活
に
は
西
洋
の
社
会
生
活
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
一
段
下
に
あ
る
独
特

霜
山
精
一
君
そ
れ
な
ら
ば
基
本
的
人
権
に
関
係
し
な
い
自
然
の
愛
情
の
生
活
の
尊
重
の
こ
と
は
憲
法
に
規
定
す
べ
き
も
の
で
は

（
胴
）

な
い
。
民
法
で
規
定
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
憲
法
に
栂
る
こ
と
は
反
対
で
あ
る
。

松
本
学
君
第
三
章
は
個
人
の
人
権
の
み
を
取
上
げ
て
居
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
社
会
生
活
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
居
る
所
に

じ
￣ 

下１１１稲１１１
條所’'１所

騰迩蒸
君君君君

は
な
い
か
。

綱
山
柵
一
君
「
家
族
生
活
」
と
云
ふ
の
は
不
明
脈
で
あ
る
。
従
来
の
家
と
い
ふ
も
の
を
蝉
放
し
て
守
り
立
て
て
行
く
意
味
な
ら

ば
、
二
十
四
条
と
は
両
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
川
）

川
所
英
治
君
親
子
、
兄
弟
と
一
五
ふ
こ
と
が
日
本
の
美
俗
で
は
な
い
か
。

稲
山
桁
一
君
親
子
、
兄
弟
の
自
然
の
愛
柵
の
生
活
を
鄭
適
す
る
と
云
ふ
意
味
か
家
の
制
度
を
鄭
菰
す
る
意
味
で
あ
る
か
。

法
畿
悲
体
節
九
十

下
條
康
麿
君
賛
成
。

の
社
会
生
活
た
る
家
の
生
活
が
あ
る
か
ら
、
之
を
尊
顛
す
る
趣
旨
を
一
ケ
条
入
れ
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
［
傍
線
和
川
、
以
下
同

第
九
十
Ｋ
巻
節
四
号

前
者
で
あ
ら
う
。

-1・

’、

ﾉ（ 
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．
ま
っ
て
い
る
。

（
、
）

以
上
で
懇
談
会
を
終
わ
り
、
小
委
員
会
で
は
、
こ
の
暫
く
後
で
、
以
下
の
如
く
、
田
所
の
主
張
が
特
別
委
員
会
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
決

同
日
、
小
委
員
会
は
引
き
続
き
、
小
委
員
会
案
を
決
定
し
た
審
議
の
最
終
段
階
に
入
る
。
こ
こ
で
、
田
所
が
修
正
案
を
提
案
す
る
。ｌ
 

川
所
美
治
（
同
和
会
）
〔
…
］
一
一
十
四
条
の
一
項
〔
…
］
、
或
は
［
…
］
一
一
一
項
か
、
或
は
第
二
十
五
条
へ
新
し
く
［
…
〕
我
が
国

田
所
美
治
君
第
三
章
は
宜
く
出
来
て
居
る
が
、
我
国
の
国
体
の
根
本
に
な
る
家
族
生
活
の
関
係
、
親
子
の
忠
孝
を
基
と
し
た
国

体
［
傍
線
和
田
、
以
下
同
じ
〕
の
こ
と
を
少
し
も
解
し
て
居
ら
ず
、
第
二
十
四
条
は
婚
姻
関
係
か
ら
生
じ
た
事
柄
し
か
規
定
し
て

居
な
い
。
そ
こ
で
家
族
生
活
又
は
親
子
生
活
を
尊
砿
す
る
趣
旨
の
規
定
を
二
十
四
条
一
項
と
す
る
か
、
三
項
に
入
れ
る
か
、
又
は

二
十
四
条
の
項
に
新
な
一
条
と
し
て
追
加
せ
ら
れ
た
い
。

小
委
員
長
（
伯
爵
橋
本
実
斐
君
）
御
異
議
が
な
け
れ
ば
、
之
を
特
別
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
Ⅲ
）
 

（
異
議
な
し
）

宮
沢
俊
義
君
二
十
四
条
は
従
来
の
日
本
の
家
族
生
活
に
大
き
な
弊
害
が
あ
る
か
ら
、
之
を
打
破
し
て
民
主
化
し
よ
う
と
す
る
の

が
趣
旨
で
は
な
い
か
。
然
り
と
す
れ
ば
斯
る
修
正
案
を
挿
入
す
る
こ
と
は
二
十
四
条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
旧
）

（
四
）

川
村
竹
治
君
一
一
十
四
条
二
項
の
「
家
族
」
を
広
く
解
し
て
民
法
の
規
定
に
譲
っ
て
は
如
何
も

れ
、
親
子
を
含
む
も
の
と
は
読
め
な
い
。

（
下
條
君
、
田
所
君
同
意
見
）

松
本
学
君
一
一
十
四
条
二
項
の
「
家
蜥
」
は
ど
う
も
婚
姻
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
、
西
洋
の
家
族
其
の
も
の
と
云
ふ
や
う
に
読
ま

の
国
体
の
根
本
に
な
り
ま
す
家
族
の
生
活
と
か
、
家
の
生
活
と
か
、
親
子
の
生
活
と
か
云
う
よ
う
な
も
の
は
、
こ
れ
を
忘
れ
て
は

（
脳
）

の
で
は
な
い
か
。

戦
後
占
傾
期
の
民
法
・
戸
濡
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

六
九
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以
上
の
経
緯
を
経
て
、
翌
一
○
月
三
日
の
特
別
委
員
会
で
、
田
所
は
、
第
一
項
と
し
て
「
家
族
生
活
は
こ
れ
を
尊
重
す
る
」
を
挿
入

す
る
修
正
案
を
提
出
す
る
（
清
水
『
恵
法
審
議
録
」
第
二
巻
、
五
四
二
頁
）
。
提
案
理
山
と
し
て
、
田
所
は
再
び
、
「
我
が
国
の
社
会
生
活

の
基
礎
［
…
］
、
［
…
］
国
体
観
念
の
基
礎
に
な
る
家
族
主
義
［
…
］
、
家
族
団
体
［
…
］
、
〔
…
］
家
族
生
活
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
「
〔
…
］

忠
孝
一
本
、
そ
れ
が
帆
桁
二
十
三
年
に
は
教
育
勅
語
に
現
わ
れ
ま
し
て
、
忠
孝
は
即
ち
「
我
が
図
体
の
精
華
」
だ
、
［
…
］
」
（
同
前
、
五

四
○
’
五
四
一
頁
）
、
こ
う
し
た
面
か
ら
考
え
て
こ
の
修
正
案
が
必
要
だ
、
と
す
る
。
し
か
し
、
大
河
内
議
員
が
、
「
［
…
］
こ
れ
は
家
族

制
度
を
保
存
し
ろ
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
「
［
…
］
淑
法
の
立
案
に
拙
わ
る
委
員
と
致
し
ま
し
て
は
、
斯
う
云
う
制
度
は
触
れ
ず
に

置
く
の
が
宜
し
い
〔
…
］
」
（
同
前
、
五
四
三
・
五
四
四
頁
）
と
反
対
す
る
。

し
か
も
、
金
森
も
、
政
府
と
し
て
、
以
下
の
理
山
で
反
対
し
て
い
る
。
「
［
…
］
こ
の
惣
法
は
飽
く
迄
恵
法
と
し
て
机
応
し
き
し
或
範
囲

と
云
う
も
の
に
、
一
定
の
標
準
を
置
き
ま
し
て
規
定
を
設
け
ま
し
た
。
道
徳
的
な
規
定
と
か
、
［
…
］
は
遠
慮
い
た
し
て
居
り
ま
す
。
」
、

そ
し
て
二
四
条
の
両
性
の
平
等
に
つ
い
て
も
、
「
〔
…
］
今
後
法
律
に
依
り
ま
し
て
、
適
当
に
国
民
の
御
考
え
に
依
っ
て
、
宜
い
よ
う
に
導

か
れ
て
導
か
れ
て
行
く
の
で
あ
り
ま
し
て
、
憲
法
に
入
れ
る
こ
と
は
不
釣
合
で
不
適
当
で
あ
る
［
…
］
」
（
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
の
主
語
は
、

〈
川
所
の
修
正
案
は
〉
で
あ
ろ
う
）
。
こ
こ
で
は
金
森
は
、
二
四
条
の
解
釈
論
に
は
も
は
や
立
ち
入
ら
ず
（
従
っ
て
「
家
」
存
廃
の
選
択
肢

に
は
一
切
言
及
せ
ず
）
、
道
徳
的
規
定
は
憲
法
に
入
れ
な
い
、
そ
し
て
二
四
条
の
内
容
は
「
法
律
」
で
決
め
る
、
と
の
二
四
条
の
法
律
上

子
と
し
て
は
親
に
仕
え
る
義
錘
喫
［
…
］
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
〔
…
］
適
当
な
文
字
を
御
挿
入
願
い
た
い
。

［
…
］
」
（
清
水
『
憲
法
審
議
録
』
第
二
巻
、
五
四
○
頁
）

法
学
志
休
第
九
十
冗
巻
簸
川
号

七
○

な
ら
ぬ
、
尊
重
す
る
。
レ
ス
ペ
ク
ト
と
か
、
レ
ガ
ー
ド
と
か
云
う
よ
う
な
字
を
御
使
い
下
さ
れ
ば
、
尊
重
す
る
。
こ
れ
が
［
…
］
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特
別
委
員
会
に
於
け
る
、
川
所
の
修
正
案
の
否
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貴
族
院
で
は
、
議
会
の
本
会
議
で
は
初
め
て
、
二
四
条
を
、

（
個
々
の
文
言
に
岡
ま
ら
ず
に
）
内
容
上
修
正
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
○
月
六
日
の
本
会
議
最
終
日
に
、
二
四
条

の
冒
頭
第
に
一
項
と
し
て
「
家
族
生
活
は
、
こ
れ
を
岬
蛾
す
る
。
」
を
加
え
る
、
川
所
業
と
同
一
の
修
服
案
を
提
川
し
た
の
は
、
臨
時
法

制
調
査
会
で
氏
法
改
正
に
絡
ん
で
も
亜
要
な
役
割
を
果
し
た
牧
野
英
一
で
あ
る
（
二
章
参
照
）
。

牧
野
は
、
こ
の
修
派
案
を
阿
度
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ⅲ
当
長
い
Ⅲ
山
説
明
を
行
っ
た
（
消
水
『
患
法
瀞
議
録
』
第
四
巻
、
六
一
二

（
、
）

’
六
一
四
頁
）
。
そ
の
主
要
点
を
拾
っ
て
み
る
と
、
先
ず
「
［
：
．
〕
不
幸
に
し
て
家
族
生
活
の
全
体
に
亙
る
規
定
が
耐
れ
て
居
る
［
…
〕
。

戦
後
占
餓
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
Ⅲ
Ⅲ
）

七
一

尚
、
こ
の
川
所
の
修
正
案
の
前
に
、
松
村
真
一
郎
（
「
研
究
会
」
所
属
）
が
別
の
修
正
案
を
腿
川
し
て
い
る
。
第
二
項
中
に
「
［
…
］
並

び
に
蛎
姻
、
親
及
び
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
［
…
］
」
の
傍
線
部
分
を
挿
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
出
の
、
九
月
一
九
日
の

（
川
）

松
村
と
木
村
の
間
の
質
疑
応
涛
を
含
む
、
委
員
会
の
議
事
録
か
ら
す
れ
ば
、
松
村
の
三
口
う
「
夫
婦
を
中
心
に
し
て
上
に
親
を
眺
め
る
、
下

に
子
を
眺
め
る
と
云
う
思
想
」
を
、
民
法
（
及
び
／
あ
る
い
は
戸
籍
法
）
で
実
現
す
る
た
め
の
布
石
と
も
読
め
る
。
し
か
し
こ
の
修
正
案

（
川
）

も
、
賛
成
起
立
者
少
数
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）

五
四
五
頁
を
参
照
。
）

で
の
迎
川
に
一
任
一

修
正
に
反
対
し
た
。

こ
の
脳
後
、
こ
の
修
脈
案
は
起
立
者
少
数
で
否
決
さ
れ
て
い
る
（
同
前
、
五
四
五
頁
）
。
（
以
上
の
詳
細
な
経
綿
は
、
川
前
、
五
四
○
－

第
三
款
貴
族
院
本
会
議
の
最
終
日

一
任
す
る
方
針
（
審
議
会
や
調
査
会
に
と
は
言
わ
な
い
が
、
「
法
律
」
に
一
任
す
る
と
い
う
④
の
解
釈
・
述
川
一
任
論
）
で
、
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法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

七
二

［
…
］
民
法
に
規
定
を
置
け
ば
そ
れ
で
足
り
る
［
…
］
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
婚
姻
に
付
て
も
同
様
［
…
］
」
と
、
こ
う
し
た
修
正
案
は

惑
法
に
は
不
要
、
と
い
う
意
見
に
反
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
［
…
］
蜥
姻
に
側
す
る
規
定
が
あ
っ
て
、
親
子
乃
至
家
族
生
活
全
体
に
亙

る
規
定
が
欠
け
て
居
り
ま
す
る
為
に
［
・
・
・
］
遺
憾
な
る
思
想
を
発
表
す
る
人
た
ち
が
、
而
も
そ
れ
を
憲
法
改
正
案
の
精
神
で
あ
る
と
し
て
、

公
言
放
一
言
し
て
勝
る
〔
…
］
」
と
批
判
す
る
。
（
以
上
、
同
前
、
六
一
二
両
用
）
こ
こ
で
、
家
族
生
活
と
は
何
か
、
に
言
及
し
、
「
「
父
母
に

孝
に
兄
弟
に
友
に
夫
婦
相
和
し
」
と
云
う
こ
と
が
家
族
生
活
の
本
質
で
あ
り
、
本
体
で
あ
り
、
［
…
］
」
、
そ
し
て
修
正
案
が
実
現
す
れ
ば
、

「
〔
…
］
婚
姻
に
関
し
て
規
定
を
設
け
た
と
云
う
こ
と
が
、
〔
…
〕
倫
理
的
、
社
会
的
及
び
法
律
的
意
義
を
発
椰
す
る
こ
と
が
Ⅲ
来
る

［
…
］
」
と
主
張
す
る
。
更
に
、
「
委
員
会
に
於
て
政
府
の
所
見
と
し
て
伺
っ
た
所
匹
で
あ
る
「
特
に
規
定
を
設
け
〔
…
る
…
］
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
と
云
う
御
答
［
…
〕
」
に
繰
り
返
し
反
論
し
、
「
［
…
］
右
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
一
穂
の
誤
解
が
、
こ
の
窓
法
改
正
の
艸
阿
仰

で
あ
る
と
し
て
世
に
行
わ
れ
て
居
る
［
…
〕
こ
と
に
対
し
て
は
、
〔
…
］
ま
さ
に
貴
族
院
と
し
て
特
に
考
慮
し
て
お
く
べ
き
問
題
〔
…
］

（
拍
手
）
」
と
政
府
を
追
及
す
る
。
す
ぐ
続
い
て
、
牧
野
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
忠
し
き
力
而
へ
の
配
倣
を
も
兄
せ
、
「
な
お
斯
様
な
提
案
を
小
川
で

ま
す
る
に
付
て
は
、
心
を
配
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
方
面
の
こ
と
も
十
分
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
、
こ
の
点
に
付
て
は
心
配
を
致
す
必
要
な
し

と
信
ず
る
理
由
を
持
っ
て
居
り
ま
す
る
〔
…
］
」
と
川
意
周
到
ぶ
り
を
発
揮
す
る
。
し
か
も
妓
後
に
、
「
内
閣
総
理
大
臣
の
お
考
え
を

［
…
］
、
今
日
は
幸
い
ご
川
席
に
な
っ
て
居
り
ま
す
る
か
ら
、
こ
の
席
で
伺
う
こ
と
が
Ⅲ
来
れ
ば
〔
…
］
（
拍
手
起
る
）
」
と
締
め
く
く
っ
た

の
で
あ
る
。
（
以
上
、
同
前
、
六
一
三
－
上
ハ
ー
四
声
堵
）

先
ず
杵
弁
に
立
っ
た
の
は
、
金
森
で
あ
る
。
金
森
は
、
婿
姻
に
関
す
る
二
川
条
の
規
定
は
、
「
従
来
の
思
想
と
梢
く
異
る
所
の
権
利
を

は
っ
き
り
憲
法
に
決
め
る
［
…
〕
点
に
於
て
非
常
に
意
味
が
あ
る
」
と
、
「
家
族
制
度
の
尊
頭
」
条
項
の
要
否
と
差
異
化
す
る
。
そ
し
て

「
家
族
制
度
の
尊
重
に
付
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
日
本
在
来
の
考
え
が
伝
統
的
に
変
化
は
あ
り
ま
す
る
に
し
て
も
、
変
化
の
仕
方
を
自
然
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に
適
う
よ
う
に
維
持
し
つ
つ
自
ら
適
当
な
る
所
に
行
く
も
の
で
あ
ろ
う
［
…
］
故
に
、
［
…
］
憲
法
に
特
に
採
入
れ
る
迄
の
必
要
は
な
い

［
…
］
」
と
、
特
別
委
員
会
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
な
が
ら
、
一
般
論
と
し
て
法
律
に
こ
れ
を
圧
せ
る
と
い
う
④
の
論
法
は
避
け
て
い
る
。
要
は
、

「
勅
語
の
言
葉
」
も
含
め
、
家
族
生
活
は
尊
亜
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
「
［
…
］
窓
法
に
入
れ
る
が
善
い
か
悪
い
か
は
〔
…
］
別
問
題

［
…
］
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
尚
、
金
森
は
こ
れ
に
加
え
て
、
本
稿
で
既
に
見
た
、
芦
田
小
委
員
会
で
の
社
会
党
の
修
正
案
、
曰
く
「
家

庭
生
活
を
保
識
す
る
と
い
う
案
」
と
牧
野
案
を
比
較
し
、
「
家
庭
生
析
と
家
族
生
活
［
…
〕
は
途
っ
て
い
る
」
と
適
切
に
指
摘
し
た
上
で
、

前
者
の
案
は
「
法
律
に
依
っ
て
解
決
す
べ
し
と
云
う
御
結
論
に
な
っ
て
」
い
る
の
で
、
後
者
も
「
同
じ
様
な
御
取
計
ら
い
」
が
「
願
わ
し

い
」
、
と
す
る
。
④
の
法
律
へ
の
一
任
論
を
、
個
別
具
体
的
に
、
パ
ラ
レ
ル
な
（
葬
り
去
ら
れ
た
）
修
正
案
を
例
と
し
て
、
主
張
し
た
わ

け
で
あ
る
。
（
以
上
、
同
前
、
六
一
四
‐
上
ハ
一
五
頁
○
）

こ
こ
で
、
植
村
家
治
議
員
（
研
究
会
）
が
、
牧
野
の
妓
後
の
要
諦
を
指
摘
し
、
総
理
大
臣
に
発
言
さ
せ
よ
、
と
議
長
を
促
す
。
答
弁
に

立
っ
た
吉
田
茂
は
、
簡
潔
に
「
只
今
金
森
国
務
大
臣
の
御
答
え
致
し
ま
し
た
こ
と
は
、
即
ち
政
府
を
代
表
し
て
の
御
話
で
あ
り
ま
し
て
、

無
論
私
に
於
て
も
同
意
見
で
あ
り
ま
す
。
（
拍
手
と
と
の
み
応
え
た
の
で
あ
っ
た
。
（
同
前
、
六
一
五
頁
。
）

貴
族
院
審
議
の
最
終
日
、
そ
れ
ま
で
の
答
弁
で
は
一
度
も
木
村
の
③
の
廃
止
の
一
義
的
解
釈
に
与
し
な
か
っ
た
金
森
・
吉
川
は
、
し
か

し
衆
議
院
と
は
異
な
り
、
二
四
条
の
解
釈
論
は
避
け
、
家
族
生
活
の
尊
並
は
恵
法
に
規
定
す
べ
き
条
項
で
は
な
い
、
問
題
は
法
律
で
解
決

す
る
、
と
④
の
法
律
へ
の
一
任
論
で
、
二
四
条
を
原
案
の
ま
ま
成
立
さ
せ
る
道
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
再
び
大
河
内
議
員
が
、
「
詰
ま
り
家
族
制
度
を
維
持
す
る
［
…
］
案
」
と
決
め
つ
け
て
、
牧
野
案
に
反
対
す
る
。
曰
く
、

「
［
…
］
法
律
を
持
っ
て
強
い
て
こ
れ
を
保
存
し
て
［
…
〕
行
こ
う
と
云
う
こ
と
は
少
し
雌
皿
［
…
］
、
余
り
に
人
為
的
［
…
］
。
余
り
に
不

自
然
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
。
」
と
述
べ
（
引
用
を
控
え
た
が
委
員
会
で
も
同
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
）
、
「
〔
…
］
民
法
改
正
案
の
内
容
に
付

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

七
三
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法
学
志
林
節
九
十
爪
懇
鏑
川
場

上
凹

て
伺
っ
て
見
ま
す
る
と
、
｜
Ｐ
主
権
は
排
除
［
…
］
相
続
は
均
分
相
続
［
：
。
］
・
家
督
相
続
は
廃
め
ら
れ
る
。
［
…
］
こ
ん
な
問
題
は
［
…
］

民
法
以
下
の
規
定
に
於
て
時
勢
に
応
じ
〔
…
］
机
当
な
規
定
を
設
け
ら
れ
た
ら
宜
か
ろ
う
［
…
］
」
と
、
金
森
と
川
様
に
、
淑
法
に
入
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
か
つ
④
の
法
律
へ
の
一
任
論
を
併
川
し
て
い
る
。
（
同
前
、
六
一
六
Ｉ
上
ハ
ー
七
頁
。
）

こ
の
祓
後
、
牧
野
の
修
正
案
は
、
起
立
で
は
轡
《
古
が
確
認
し
が
た
く
、
記
名
投
票
が
行
わ
れ
、
賛
成
・
反
対
が
一
六
五
対
一
三
五
、
賛

成
過
半
数
に
も
拘
わ
ら
ず
三
分
の
二
に
足
り
ず
と
し
て
、
否
決
さ
れ
た
（
同
前
、
同
六
一
七
頁
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
章
で
見
る
ご
と

く
、
牧
野
は
こ
の
時
の
笠
成
栗
が
過
半
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
挺
子
に
、
一
○
月
下
町
の
臨
時
法
制
洲
在
会
で
、
民
法
改
正
要
綱
に
於
い
て
、

Ｗ
び
く
家
族
生
所
の
尊
販
〉
を
図
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
貴
族
院
議
員
水
野
勝
邦
（
研
究
会
）
が
、
後
年
述
べ
た
所
に
拠
れ
ば
、
こ
の
採
決
の
際
、
一
部
の
議
員
が
趣
旨
と
し
て
「
修
正

に
賛
成
」
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
反
対
票
を
投
じ
た
、
そ
れ
は
占
領
政
策
上
「
家
」
制
度
は
認
め
ら
れ
ず
、
貴
族
院
の
「
小
委
員
会

（
、
）

等
で
も
金
森
川
務
大
肛
を
皿
じ
て
委
風
の
一
部
で
は
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
」
か
ら
だ
、
と
い
う
。
脈
論
、
仰
も
〈
容
派
・
立
場
に
よ
る
理

解
、
状
況
把
握
の
差
異
は
あ
ろ
う
上
に
、
小
委
貝
会
の
記
録
と
し
て
検
討
し
得
た
三
史
料
（
既
述
）
に
も
、
小
委
且
会
で
の
こ
う
し
た
趣

（
、
〉

』
曰
の
金
森
発
一
一
一
一
口
は
発
見
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
全
而
的
に
こ
の
主
張
に
与
す
る
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
仮
に
水
野
の
主
観
に
せ
よ
、
こ
う

し
た
状
況
把
握
が
あ
り
得
た
こ
と
に
、
当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
（
少
な
く
と
も
心
理
的
な
）
影
響
が
看
取
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

影
騨
を
測
定
す
る
上
で
も
注
目
に
値
し
よ
う
。

こ
の
後
、
同
日
一
○
月
六
日
に
、
新
憲
法
全
体
が
貴
族
院
で
可
決
し
た
。
二
四
条
に
つ
い
て
は
修
正
は
な
か
っ
た
。
二
四
条
は
こ
こ
に

（
、
）

現
行
の
文
一
一
局
で
、
帝
国
議
会
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
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（
川
）
衆
議
院
・
貴
族
院
双
方
で
の
審
議
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
文
献
も
一
般
的
に
参
照
さ
れ
た
い
。

先
ず
、
佐
藤
・
佐
藤
、
『
意
法
成
立
史
」
（
次
注
参
照
）
第
Ⅲ
巻
、
一
九
五
’
九
八
三
百
○

ま
た
、
後
掲
（
後
注
剛
）
『
小
委
員
会
要
』
巳
の
冒
頭
見
開
き
四
’
五
頁
目
（
頁
番
号
無
し
）
の
、
「
帝
国
憲
法
改
正
案
審
議
経
過
」
は
、
五
月
一
六
日
の
第

九
○
回
帝
国
議
会
の
捌
災
か
ら
、
一
○
Ⅱ
二
几
日
の
「
枢
密
院
可
決
（
日
本
国
畷
法
成
立
）
」
を
含
み
、
二
月
三
川
の
懸
法
公
布
に
至
る
、
特
に
衆
議
院
・

貴
族
院
の
審
議
経
過
Ｈ
程
と
し
て
一
覧
桃
が
あ
り
、
便
利
で
あ
る
。

尚
、
以
下
本
章
中
の
二
章
や
民
法
・
戸
籍
法
改
正
と
の
関
連
箇
所
に
つ
い
て
は
、
九
五
巻
二
号
の
本
稿
末
尾
、
八
四
’
八
五
頁
に
掲
載
の
「
表
２
憲
法
・

民
法
・
戸
繍
法
改
正
過
椴
年
表
」
も
参
照
さ
れ
た
い
。

耐
）
本
号
に
も
引
用
し
た
略
語
で
示
し
た
一
部
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
九
四
巻
四
号
．
九
五
巻
二
号
、
各
々
の
本
文
末
尾
の
「
略
語
表
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
川
）
清
水
『
趨
法
審
議
録
』
第
二
巻
、
五
一
五
頁
○
詳
細
は
、
注
Ⅲ
参
照
。
尚
、
以
下
清
水
「
憲
法
瀞
議
録
』
の
引
川
で
は
、
（
発
言
ｎ
体
の
テ
ク
ス
ト
で
は

な
く
）
各
発
言
の
同
孤
に
記
さ
れ
た
発
言
者
の
フ
ル
ネ
ー
ム
や
同
書
き
に
限
っ
て
こ
れ
を
、
斌
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
断
り
な
く
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
川
）
『
経
過
』
二
五
○
’
二
五
一
頁
（
二
四
八
’
二
五
二
頁
に
亙
る
、
我
妻
の
一
九
四
六
年
八
月
二
二
日
の
臨
時
法
制
調
査
会
総
会
に
於
け
る
発
言
の
一
部
）
。

ま
た
、
同
前
、
一
一
六
二
頁
の
発
言
で
も
、
我
妻
は
「
家
の
根
本
道
義
、
或
は
忠
孝
一
本
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
腿
礎
と
し
た
家
族
制
喚
と
い
う
も
の
を
廃
止
す

る
と
い
う
意
思
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ぬ
。
［
…
］
民
法
上
の
規
定
を
削
除
す
る
、
こ
う
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑪
）
衆
議
院
事
務
局
編
集
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
小
委
員
会
速
記
録
』
衆
栄
会
、
一
九
九
五
年
、
巻
頭
四
面
分
（
頁
番
号

な
し
）
の
「
ま
え
が
き
」
「
日
次
」
を
と
り
あ
え
ず
参
照
。
以
下
こ
の
速
記
録
を
『
蔵
川
小
委
ｕ
会
速
記
録
』
と
略
す
。
こ
の
史
料
は
漢
字
片
仮
名
文
で
あ

る
（
但
し
惑
法
条
文
の
み
漢
字
平
仮
名
）
が
、
引
川
の
際
は
、
和
川
が
一
部
の
旧
字
を
新
字
に
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
し
た
ほ
か
は
、
す
べ
て
マ
マ
。

（
川
）
も
っ
と
も
、
次
注
の
速
記
録
に
見
る
通
り
、
木
村
は
早
々
と
退
席
の
言
い
訳
を
言
っ
た
の
み
（
一
三
九
頁
中
段
）
で
、
何
も
答
弁
を
し
て
お
ら
ず
、
従
っ

て
、
政
府
・
内
側
か
ら
の
発
言
は
、
金
森
の
保
守
的
な
議
論
一
色
と
な
っ
た
。

（
川
）
前
掲
（
注
川
）
『
芦
川
小
委
員
会
速
記
録
』
、
’
二
一
頁
（
同
日
午
前
の
審
議
の
）
冒
頭
、
一
三
四
頁
（
午
後
の
審
議
の
冒
頭
）
中
段
、
及
び
主
た
る
議
論

の
記
録
は
、
一
三
八
頁
か
ら
（
一
四
一
’
一
四
二
頁
の
第
九
条
を
巡
る
議
論
な
ど
を
若
干
挟
み
つ
つ
）
一
四
四
頁
ま
で
。

（
皿
）
各
委
員
の
党
の
所
属
は
、
森
滴
監
訳
、
村
川
一
郎
／
四
修
訳
「
憲
法
改
正
小
委
員
会
秘
密
議
事
録
ｌ
米
国
公
文
書
公
開
資
料
ｌ
」
第
一
法
規
出
版
、

一
九
八
三
年
（
本
章
・
序
節
・
第
二
款
の
本
文
（
史
料
状
況
）
参
照
、
以
下
「
秘
密
議
事
録
／
米
国
公
文
書
」
と
略
す
）
、
’
七
八
頁
に
拠
っ
た
。

ま
た
同
轡
、
四
三
七
頁
に
は
委
員
全
且
の
党
の
所
属
に
加
え
て
、
略
歴
が
あ
る
。
（
尚
、
筒
Ⅲ
小
委
風
会
設
慨
の
綴
純
に
関
し
て
は
、
注
伽
と
併
せ
て
、
衆

議
院
帝
国
恵
法
改
正
案
委
員
会
議
事
録
の
、
一
九
四
六
年
七
月
二
一
一
一
日
の
議
事
速
記
録
（
こ
れ
は
原
典
の
再
録
）
が
、
同
書
、
四
三
四
’
四
三
六
頁
に
あ
る
の

戦
後
占
鮒
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

七
五
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（
川
）
以
下
の
引
用
は
、
前
掲
（
注
川
）
『
芦
川
小
委
員
会
速
記
録
』
、
一
三
八
頁
下
段
’
一
三
九
頁
上
段
。

（
Ⅲ
）
以
下
の
引
川
は
、
同
坐
叫
一
三
九
頁
中
段
。

（
畑
）
以
下
の
引
用
は
、
同
前
、
一
三
九
頁
中
段
Ｉ
下
段
。

（
川
）
以
下
の
引
川
は
、
同
坐
叫
同
頁
下
段
。

（
川
）
以
下
の
引
用
は
、
同
前
、
一
四
○
頁
上
段
。

（
川
）
以
下
の
引
川
は
、
同
坐
叫
同
上
段
－
中
段
。

（
川
）
こ
こ
で
金
森
が
、
③
の
一
義
的
解
釈
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
本
文
引
用
部
分
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
示
し
て
お
く
。

○
芦
川
委
日
長
此
の
規
定
を
読
ん
で
委
員
会
の
多
数
の
人
が
心
配
し
た
こ
と
は
、
此
の
侭
で
行
け
ば
、
今
御
話
の
や
う
な
家
督
相
続
と
か
、
戸
主
権

と
云
ふ
風
な
も
の
が
総
て
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
て
、
さ
う
云
ふ
在
来
の
家
の
思
想
に
蕪
く
家
督
柵
続
、
蒲
く
は
戸
主
権
の
如
き
６
の
を
残
し
て
置
く
こ

と
が
憲
法
第
二
十
二
条
と
正
面
衝
突
を
起
し
は
し
な
い
か
、
さ
う
な
っ
て
は
余
り
に
行
き
過
ぎ
だ
、
斯
う
云
ふ
こ
と
が
心
配
に
な
っ
て
、
此
の
点
を
も

う
一
応
確
め
て
剛
き
た
い
と
云
ふ
こ
と
が
動
機
を
な
し
た
の
で
す
、
［
…
〕
さ
う
云
ふ
規
定
を
作
る
と
云
ふ
こ
と
が
恋
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
反
し

は
し
な
い
か
、
斯
う
云
ふ
こ
と
を
心
配
し
て
居
る
の
で
す

○
金
森
国
務
大
脳
此
の
規
定
か
ら
直
接
に
さ
う
云
ふ
結
果
に
な
っ
て
来
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
と
恩
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
勿
論
家
を

し
の
は
ま
だ
聞
き
ま
せ
ぬ
、
［
…
］
（
同
前
『
芦
川
小
委
員
会
速
記
録
』
、
同
一
四
○
頁
中
段
ｌ
下
段
、
傍
線
和
川
）

以
下
、
本
章
・
序
節
・
第
二
款
（
史
料
状
況
）
で
事
前
に
言
及
し
た
、
右
「
閤
川
小
委
員
会
速
記
録
』
と
、
前
掲
（
注
Ⅲ
）
『
秘
瀞
議
耶
録
／
米
囚
公
文
譜
」

の
比
較
を
、
こ
の
箇
所
を
一
例
と
し
て
行
っ
て
お
く
。
後
者
で
は
同
箇
所
は
以
下
の
通
り
。

芦
川
委
員
長
こ
の
条
項
の
規
定
が
現
在
の
形
の
ま
ま
で
定
め
ら
れ
た
な
ら
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
家
粁
机
統
や
戸
主
の
椛
利
は
す
べ
て
吹
き
飛
ん

で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
殆
ど
の
委
員
は
考
え
て
い
ま
す
。
現
代
の
考
え
方
に
裏
打
ち
さ
れ
た
家
督
相
続
と
戸
主
の
権
利
の
制
度
を
残
し
て
お
く

こ
と
が
、
第
二
十
二
条
の
規
定
と
真
正
面
か
ら
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
の
で
す
。
従
っ
て
、
彼
ら
は
こ
れ
ら
の
規
定
を
一
種
の
余

り
に
も
行
き
過
ぎ
だ
と
み
な
す
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
〔
…
］
「
家
」
に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
法
休
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
な
の
か
ど

法
学
志
林

で
参
照
さ
れ
た
い
。
）

特
に
認
め
な
い
と
云
ふ
や
う
な
考
へ
方
の
議
論
で
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
届
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
祀
を
絶
つ
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
て
届
る

う
か
を
も
う
一
度
お
尋
ね
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

金
森
第
二
十
二
条
の
規
定
が
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
結
果
に
つ
な
が
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

第
九
十
五
巻
第
四
号

「
家
」
を
認
め
る
こ
と
に
反
対
の
愈
兇
も
あ
る
と
Ⅲ
い

七
六
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て
お
り
ま
す
が
、
家
系
を
断
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
は
Ⅲ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
（
『
秘
密
議
邪
録
／
米
阿
公
文
軒
」
、
二
○
九
’
二
一
○
、
、
傍
線
は

右
の
『
芦
川
小
委
且
会
速
記
録
』
と
同
箇
所
、
和
川
に
よ
る
）

こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
芦
川
発
言
は
、
前
者
の
原
典
記
械
の
趣
旨
が
、
後
者
で
も
ほ
ぼ
伝
達
さ
れ
て
い
る
が
、
金
森
発
言
爪
傍
線
部
の
殊
に
後
半
（
特

に
原
典
の
「
犯
」
を
「
家
系
」
と
し
て
い
る
簡
所
）
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
か
な
り
の
差
異
が
川
て
い
る
。

耐
）
前
掲
（
注
川
）
「
芦
川
小
委
員
会
速
記
録
」
、
一
四
一
頁
上
段
。

（
川
）
本
文
・
本
性
と
も
以
下
の
引
用
は
、
同
前
、
一
四
二
頁
上
段
ｌ
中
段
。
原
が
、
「
隔
靴
掻
痒
の
感
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
金
森
が
④
の

一
価
論
を
表
明
し
、
政
府
の
岐
終
的
な
二
二
／
二
四
条
の
解
釈
を
打
ち
川
さ
な
い
で
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
確
に
把
握

す
る
た
め
に
も
、
こ
の
蘭
疑
応
答
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
（
次
注
以
降
の
、
同
繩
の
引
川
も
、
同
日
的
で
あ
る
）
。

○
吉
川
（
安
）
委
貝
二
十
二
条
に
戻
る
の
で
す
が
、
範
に
国
務
大
胆
の
御
話
を
蚊
き
ま
し
た
が
、
結
局
隔
靴
撤
痒
の
感
が
あ
る
、
飛
当
り
法
祁
を
作

る
時
は
相
続
樅
の
順
序
な
ど
と
云
ふ
こ
と
し
Ⅲ
て
来
る
で
せ
う
し
、
川
价
大
腿
の
御
話
を
聴
い
て
届
り
ま
す
と
、
そ
れ
を
漣
む
る
が
如
く
認
め
ざ
る
が

如
く
、
戸
主
樅
は
近
く
改
正
さ
れ
る
と
か
、
将
来
法
祁
で
之
を
定
む
る
時
期
に
な
れ
ば
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
で
、
は
っ
き
り
し
た
所
は
金
森
脚
務
大
阻

も
結
局
法
律
に
委
ね
ね
ば
仕
方
が
な
い
云
ふ
御
意
見
の
や
う
に
承
っ
て
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か

○
金
森
国
務
大
胆
〔
…
］
職
法
自
身
は
家
督
扣
統
を
否
定
す
る
と
云
ふ
意
味
は
持
っ
て
届
な
い
、
そ
れ
か
ら
又
両
性
の
特
別
な
る
差
別
、
此
の
当
該

川
越
の
場
合
に
両
性
と
云
ふ
こ
と
を
区
別
し
て
取
扱
を
者
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
家
督
棚
続
の
順
序
等
に
付
て
も
、
男
女
は
絶

対
の
平
等
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
、
さ
う
云
ふ
権
利
は
是
は
含
ん
で
居
な
い
、
〔
…
］
家
督
相
続
を
現
実
に
認
め
る
か
、
或
は
相
続
の
順
位
と

し
て
男
を
先
順
位
に
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
之
に
雄
い
て
作
ら
る
べ
き
法
律
の
巾
味
に
な
る
こ
と
で
、
是
は
広
く
研
究
の
枯
果
然
る
べ
く
処

脱
し
て
故
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
私
は
今
は
っ
き
り
し
た
御
然
へ
を
す
る
だ
け
の
淋
備
は
Ⅲ
来
て
胴
な
い
、
断
う
云
ふ
趣
扁
で
あ
り
ま
す

ち
な
み
に
こ
の
簡
所
は
、
前
掲
（
注
皿
）
『
秘
密
議
馴
録
／
米
川
公
文
将
』
、
二
一
一
’
二
一
二
頁
も
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
を
伝
え
て
い
る
。

（
皿
）
以
下
の
引
川
は
、
前
掲
（
注
川
）
「
芦
川
小
委
員
会
速
記
録
」
、
一
四
二
頁
中
段
－
下
段
○

（
剛
）
以
下
の
引
川
は
、
同
一
叫
同
一
四
二
Ⅱ
下
段
Ｉ
一
四
三
頁
上
段
○

（
剛
）
以
下
の
引
川
は
、
同
前
、
一
四
三
頁
上
段
－
中
段
・

面
）
以
下
の
引
用
は
、
同
前
、
同
一
四
三
頁
下
段
ｌ
’
四
四
頁
上
段
。

尚
、
修
肛
案
自
体
と
そ
の
理
山
は
、
同
梺
叫
四
一
六
画
以
降
に
再
録
さ
れ
た
「
社
会
党
畷
法
改
正
草
案
修
成
案
」
中
の
、
次
の
四
一
七
’
四
一
八
画
に
兇

る

こ尚
と、

が修
'１１１K 

番薇

戦
後
占
鮒
期
の
民
法
・
戸
繍
法
改
正
過
雁
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

こ
し
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法
学
志
林
第
九
十
Ⅱ
巻
第
四
号

七
八

草
案
第
二
十
二
条
第
三
項
へ

「
国
民
の
家
庭
生
活
は
保
護
さ
れ
る
」
を
挿
入
。

［
理
由
］
草
案
は
婚
姻
そ
の
他
に
於
け
る
男
女
の
平
等
の
み
を
強
調
し
て
居
る
が
、
そ
の
他
に
も
親
子
、
兄
弟
姉
妹
等
の
関
係
に
於
て
家
庭
生
活
の
あ
り

方
が
将
来
民
主
的
に
合
理
的
に
改
革
せ
ら
る
べ
き
事
項
は
頗
る
多
い
。
故
に
立
法
の
指
針
と
し
て
こ
の
一
項
を
川
へ
る
の
で
あ
る
。

価
）
修
正
案
の
、
八
Ⅱ
一
日
以
後
の
禰
長
に
つ
い
て
は
、
『
秘
密
議
事
録
／
米
囚
公
文
許
』
（
注
Ⅲ
）
に
原
典
の
Ⅵ
録
等
が
あ
り
、
詳
し
い
。
小
委
口
会
の
修
正

案
の
全
体
は
、
四
七
二
’
四
八
四
頁
、
一
一
二
／
二
四
条
は
差
し
当
た
り
こ
の
う
ち
四
七
六
頁
を
参
照
。
ま
た
、
修
正
の
経
緯
に
つ
い
て
四
三
○
頁
、
各
党
修
正

案
と
附
帯
決
議
に
つ
い
て
四
一
三
’
四
二
九
頁
を
参
照
。
虹
に
、
衆
議
院
帝
国
職
法
改
正
案
委
且
会
に
於
け
る
、
小
委
貝
会
の
結
果
報
告
で
あ
る
一
九
Ⅲ
六
年

七
月
二
三
町
の
議
事
速
記
録
は
、
修
正
案
審
議
の
記
録
で
も
あ
り
、
四
三
八
’
四
七
二
頁
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
伽
）
前
掲
（
注
川
）
『
芦
川
小
委
員
会
速
記
録
」
、
二
○
一
頁
中
段
。

（
燗
）
同
前
、
二
○
一
中
段
ｌ
二
○
二
頁
上
段
。
こ
の
論
点
は
、
こ
の
時
は
「
家
」
の
改
廃
と
直
接
に
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
深
い
凹
迎
を
持
つ

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
や
や
冗
長
に
な
る
た
め
、
本
文
で
の
引
用
は
避
け
る
が
、
興
味
深
い
議
論
で
あ
る
た
め
、
以
下
に
全
文
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
示

す
る
Ⅱ
的
も
雑
ね
て
引
川
し
て
お
く
。

○
芦
田
委
員
長
次
の
「
本
質
的
」
は
ど
う
で
す
か

○
鈴
木
（
義
）
委
員
足
は
其
の
侭
で
向
い

○
芦
川
委
員
長
「
基
本
的
」
と
直
す
必
要
は
な
い
ｌ
「
雄
本
的
」
と
云
ふ
の
は
果
し
て
宜
い
か
悪
い
か
分
ら
な
い
が
、
「
本
質
的
平
等
」
と
云
ふ
こ

と
が
大
変
問
題
に
な
っ
た
爲
に
…
…

○
大
島
（
多
）
委
員
離
水
と
直
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
其
の
時
の
空
斜
は
離
本
と
し
よ
う
と
云
う
や
う
な
空
敏
の
や
う
で
し
た
ね

○
芦
田
委
員
長
さ
う
云
う
こ
と
で
し
た
ね
、
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ク
ォ
ー
リ
テ
ィ
」
と
云
ふ
こ
と
で
す

○
鈴
木
（
義
）
委
且
「
水
面
的
平
等
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

○
芦
田
委
員
長
本
質
的
に
は
平
等
ぢ
や
な
い
と
云
ふ
意
見
が
多
か
っ
た
、
本
質
的
に
は
違
っ
て
居
る
の
ぢ
や
な
い
か
…
…

○
鈴
木
（
義
）
委
員
「
本
質
的
平
埜
ご
と
云
ふ
の
は
、
差
別
あ
る
平
等
と
云
ふ
意
味
で
す
、
だ
か
ら
辿
も
良
い
言
葉
な
ん
で
す
よ
、
本
質
は
平
等
で

あ
る
が
、
生
理
的
、
心
理
的
相
違
は
認
め
る
、
斯
う
云
ふ
意
味
な
ん
で
す
、
差
別
を
認
め
つ
つ
平
等
に
扱
ふ
、
斯
う
云
ふ
訳
で
す

○
芦
田
委
員
長
さ
う
云
ふ
風
に
解
釈
す
れ
ば
無
論
さ
う
だ
が
．
…
・
・

○
鈴
木
（
義
）
委
員
「
基
本
的
」
と
云
ふ
と
何
だ
か
一
寸
…
…
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○
鈴
木
（
義
）
委
員
「
水
蘭
的
平
等
」
と
云
ふ
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
…
…

○
芦
田
委
員
長
廿
日
出
君
の
方
は
ど
う
で
す
か

○
廿
日
出
委
員
資
は
や
は
り
草
案
の
方
が
質
際
の
意
味
に
於
て
も
、
あ
の
時
説
明
が
あ
り
ま
し
た
皿
り
、
差
別
的
平
等
と
云
ふ
立
場
か
ら
是
非
さ
う

あ
っ
て
欲
し
い
と
忠
ひ
ま
す

○
芦
田
委
員
長
「
本
質
的
」
の
方
は
賛
成
で
す
か

○
Ⅱ
Ⅱ
出
委
員
そ
れ
で
結
構
で
す

○
芦
川
委
員
長
そ
れ
な
ら
ば
「
本
画
的
」
を
残
し
ま
せ
う
、
そ
れ
で
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か

○
鈴
木
（
義
）
委
員
結
構
で
す

同
前
、
一
四
三
頁
下
段
’
一
四
四
頁
上
段
。
注
脳
も
参
照
。

以
下
、
該
当
個
所
を
引
用
し
て
お
く
（
同
前
、
二
○
二
頁
上
段
ｌ
下
段
）
。

○
鈴
木
（
義
）
委
員
そ
れ
で
は
物
足
り
な
い

○
杯
（
平
）
委
員
本
質
と
云
ふ
と
、
そ
こ
に
色
々
な
説
明
が
付
い
て
来
る
、
本
質
は
全
然
異
っ
て
届
る
と
云
ふ
、
大
変
長
い
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
届

○
鈴
木
（
義
）
委
員
そ
れ
な
ら
「
基
本
的
」
と
云
ふ
形
容
詞
は
要
ら
な
い
、
「
両
性
の
平
等
」
で
宜
い
訳
で
す
、
そ
れ
を
「
基
本
的
」
と
直
す
こ
と

は
、
即
て
改
悪
で
す
よ

○
芦
川
委
員
長
改
悪
か
も
知
れ
な
い
、
だ
が
、
「
本
質
的
平
等
」
と
云
ふ
文
字
が
輿
へ
る
印
象
を
避
け
よ
う
と
云
ふ
こ
と
の
意
見
が
、
さ
う
云
ふ
こ

と
に
な
っ
て
現
は
れ
た
ん
だ
と
恩
ふ
の
で
す
、
「
本
質
的
平
等
」
と
云
ふ
字
に
非
常
な
誤
解
を
招
く
、
そ
れ
に
加
へ
て
休
君
の
提
案
が
Ⅲ
来
て
居
っ
た

り
、
原
君
も
若
干
さ
う
云
ふ
意
見
の
や
う
だ
っ
た
が
、
ど
う
も
「
水
面
的
平
辮
」
と
云
ふ
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
云
ふ
意
見
が
あ
っ
た
ん
で
す

○
鈴
木
（
義
）
委
員
そ
れ
は
ど
う
も
言
葉
か
ら
受
け
る
「
セ
ン
ス
」
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
最
も
良
い
表
現
で
あ
る
と
思
っ
て
居
る
、
そ
れ

を
「
基
本
的
」
と
直
す
の
は
ま
づ
い
と
恩
ひ
ま
す
ね

○
杯
（
平
）
委
員
若
し
ま
づ
い
な
ら
ば
、
も
う
本
質
も
基
本
も
言
は
ず
に
、
「
個
人
の
尊
嚴
と
両
性
の
平
等
」
と
言
っ
た
方
が
語
呂
が
好
い
ぢ
や
な

り
ま
し
た
が
…
…

○
芦
川
委
員
長
違
ひ
は
あ
る
の
だ
が
、
併
し
、
「
腿
本
的
」
と
云
ふ
と
、
人
間
共
の
も
の
と
し
て
は
平
等
な
の
だ
、
斯
う
云
ふ
意
味
で
「
雄
本
的
」

と
云
ふ
…
…

い
で
す
か
ね

戦
後
占
価
期
の
民
法
・
戸
職
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
川
）

七
九
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○
佐
藤
（
達
）
政
声
⑪
委
員
社
合
党
で
御
提
案
の
趣
旨
と
、
今
述
べ
ら
れ
た
家
族
生
活
と
云
ふ
言
蕊
を
入
れ
た
こ
と
が
同
じ
だ
と
云
ふ
意
味
が
脆
く
分

ら
な
い
の
で
す
が
…
…
。

○
鈴
木
（
義
）
委
員
同
じ
で
は
な
い
ま
で
も
、
家
族
生
活
を
保
護
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
別
に
一
行
設
け
た
の
を
、
弦
に
「
生
活
」
と
云
ふ
二
字
だ
け

入
れ
て
間
に
合
せ
て
置
か
う
と
云
ふ
の
で
す

○
佐
藤
（
達
）
政
府
委
員
さ
う
す
る
と
、
兎
に
角
憲
法
で
家
族
生
活
と
云
ふ
も
の
に
目
を
着
け
で
居
る
ぞ
と
云
ふ
こ
と
だ
け
出
れ
ば
ま
あ
満
足
だ
と

云
ふ
御
趣
旨
な
の
で
す
か

○
鈴
木
（
義
）
委
員
さ
う
で
す

○
佐
藤
（
遠
）
政
澁
⑪
姿
且
さ
う
す
る
と
大
変
具
”
伴
的
に
考
へ
て
見
ま
し
て
、
法
徹
が
家
族
生
活
に
付
て
制
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ど
う
云
ふ
こ
と
に

な
り
ま
す
か
、
家
族
生
活
と
云
ふ
こ
と
に
依
っ
て
、
具
体
”
的
な
場
合
に
ど
う
云
ふ
質
益
が
あ
り
ま
す
か

○
鈴
木
（
義
）
委
員
余
り
途
は
な
い
け
れ
ど
も
…
…

○
芦
川
委
員
長
此
の
英
文
の
方
で
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
言
っ
て
届
る
の
を
、
仮
に
例
へ
ば
「
家
族
生
活
」
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
之
を
翻
訳
す
る

時
に
は
「
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
」
と
で
も
訳
す
る
か
、
ど
う
云
ふ
風
に
訳
し
ま
す
か
、
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
，
ラ
イ
フ
」
と
言
ふ
か
、
結
局
同
じ
こ
と
に
な
り

は
し
ま
せ
ぬ
か
、
「
家
族
に
閃
す
る
」
と
一
一
一
ｍ
っ
て
も
、
「
家
族
生
活
に
側
す
る
」
と
言
っ
て
も
…
…

○
鈴
木
（
義
）
委
員
押
詰
め
て
行
け
ば
結
局
さ
う
な
り
ま
す

○
佐
縢
（
達
）
政
｛
幽
委
且
剛
詰
め
で
考
へ
ま
す
と
、
今
「
家
族
に
側
す
る
」
と
あ
る
「
家
族
に
閲
す
る
」
と
云
ふ
言
葉
の
中
に
は
、
「
家
族
生
活
」

も
入
り
得
る
表
現
だ
と
恩
ひ
ま
す
、
そ
れ
を
潰
し
て
し
ま
っ
て
、
「
家
族
生
活
」
と
云
ふ
こ
と
だ
け
に
し
て
し
ま
ふ
と
、
原
案
よ
り
狭
く
な
り
ま
す
ね
、

本
営
を
言
ふ
と
、
「
家
族
生
活
そ
の
他
の
家
族
に
関
し
」
と
云
ふ
言
葉
を
通
れ
な
い
と
、
幅
が
狭
く
な
る
や
う
な
氣
が
し
ま
す

○
鈴
木
（
》
琴
委
員
そ
れ
で
は
、
ど
っ
ち
に
し
て
も
難
か
し
い
か
ら
、
是
も
撤
回
し
ま
す
、
「
生
泙
巴
を
入
れ
る
こ
と
も
撤
回
し
ま
す

○
芦
川
委
員
長

る
の
で
す
が
…
…

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

八
○

○
芦
田
委
員
長
そ
れ
か
ら
第
二
十
二
條
の
…
…

○
鈴
木
（
義
）
委
員
一
寸
待
っ
て
下
さ
い
、
社
會
党
は
此
の
点
に
付
て
、
例
の
「
家
庭
生
活
は
保
護
さ
れ
る
」
と
云
ふ
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
ど
う
で
せ
う
、
さ
う
云
ふ
の
を
入
れ
る
の
は
一
寸
難
か
し
い
や
う
で
す
が
、
此
の
「
家
族
に
閲
す
る
」
と
云
ふ
所
に
、
「
家
族
生
活
に
側
す
る

そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
」
と
入
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
略
々
其
の
目
的
を
達
す
る
と
恩
ふ
の
で
す

○
芦
川
委
員
長
佐
藤
沼
に
御
伺
ひ
し
ま
す
が
、
「
家
族
に
関
す
る
」
と
云
ふ
こ
と
と
、
「
家
族
生
活
に
側
す
る
」
と
云
ふ
こ
と
と
は
、
一
寸
意
味
が
変
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（
価
）
衆
議
院
本
会
議
で
の
修
正
で
、
一
○
条
と
一
七
条
が
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
水
条
の
条
圖
又
瀞
号
は
二
四
条
と
な
り
、
こ
の
後
、
肢
終
的
成
立

ま
で
変
更
は
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
は
「
二
四
条
」
と
表
記
を
統
一
す
る
。

（
伽
）
詳
述
し
な
い
が
、
こ
の
点
、
従
来
の
研
究
で
は
衆
議
院
鴬
揮
族
院
の
審
議
が
一
妬
し
て
吸
わ
れ
て
い
た
た
め
、
行
過
さ
れ
て
い
た
嫌
い
が
あ
る
。

（
川
）
司
糀
過
」
、
二
○
爪
画
の
年
表
参
照
。
民
法
・
戸
縮
法
改
正
「
要
綱
」
は
こ
の
年
表
に
拠
れ
ば
数
度
に
亙
っ
て
「
決
寧
芒
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
要

綱
案
が
、
臨
時
法
制
調
査
会
・
司
法
法
制
審
準
袈
云
の
そ
の
時
点
で
の
正
式
な
喫
綱
案
と
し
て
決
定
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
川
）
雑
し
当
た
り
、
司
織
捌
巨
、
二
○
瓦
・
二
Ｎ
三
、
参
照
。

（
伽
）
注
川
参
照
。
芦
川
が
「
決
字
Ｅ
に
言
及
し
な
か
っ
た
他
の
班
山
と
し
て
は
、
満
川
が
こ
の
「
択
一
Ｅ
を
知
ら
な
か
っ
た
、
知
っ
て
い
た
が
柵
呰
の
作
成
に

当
た
っ
て
琴
脳
す
る
に
は
川
に
合
わ
な
か
っ
た
、
知
っ
て
い
た
が
（
政
治
的
川
山
か
ら
？
）
無
視
し
た
（
と
に
か
く
衆
議
院
は
こ
の
報
告
の
解
釈
で
、
二
川
条

を
通
し
て
し
ま
う
た
め
？
）
、
等
が
あ
り
得
よ
う
が
、
●
不
文
に
掲
げ
た
剛
山
が
肢
も
同
然
で
あ
ろ
う
。

言
と
、
芦
川
の
本
会
議
で
の
釦

も
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（
価
）
衆
議
院
本
会
議
で
の
修
千

（
伽
）
佐
藤
・
佐
聴
『
窓
法
成
立
史
』
第
Ⅶ
巻
、
八
七
三
頁
を
と
り
あ
え
ず
参
照
。

（
伽
）
〈
法
的
に
は
「
家
」
を
脆
止
す
る
に
せ
よ
、
社
会
生
活
上
は
「
戸
主
」
に
あ
た
る
「
地
位
」
に
「
強
力
な
則
子
を
据
え
て
」
、
（
社
会
化
沼
・
川
柳
上
の
）

「
家
を
継
が
せ
る
」
〉
と
貢
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
剛
解
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
が
、
不
自
然
で
あ
る
。

（
川
）
筒
川
が
、
こ
の
時
は
吉
川
廿
相
と
同
じ
圃
山
党
に
所
胴
し
て
お
り
、
大
胆
職
に
は
な
く
と
も
政
府
・
内
側
に
極
め
て
近
い
血
叫
に
あ
っ
た
こ
と
は
川
知
の

通
り
で
あ
る
。

こ
の
時
の
芦
川
の
報
杵
の
全
体
は
、
ｎ
頭
に
「
忠
法
改
正
案
委
瓜
会
の
縦
耶
の
経
過
並
に
結
果
を
報
侍
〔
…
〕
」
「
水
委
且
会
〔
…
］
の
川
に
於
け
る
矼
疑
応

答
の
概
要
並
に
修
正
案
文
に
付
て
説
明
致
し
ま
す
。
」
（
澗
水
「
憲
法
審
議
録
』
第
四
巻
、
四
六
八
頁
）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
如
く
、
恵
法
改
正
案
委
員
会
及
び

借
川
小
委
且
会
に
於
け
る
（
二
川
条
に
つ
い
て
は
政
府
の
溶
弁
は
金
森
の
み
に
よ
る
）
蘭
疑
応
袴
を
総
慨
し
た
報
僑
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
く
ま
で
、
形
式
的
に

は
芦
川
個
人
の
見
解
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
た
だ
、
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
金
森
の
実
際
の
答
弁
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
は
、

芦
川
の
趣
意
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
も
不
可
能
で
は
な
い
し
、
芦
川
小
委
日
会
の
芦
川
の
発
言
に
は
、
（
既
に
見
た
よ
う
に
）
こ
う
し
た
解

釈
を
側
面
か
ら
支
持
す
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。
厳
密
に
は
、
憲
法
全
体
の
諸
論
点
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
が
、
委
員
会
・
小
委
員
会
で
の
政
府
（
閣
僚
）
発

言
と
、
芦
川
の
本
会
議
で
の
報
告
と
で
、
差
違
が
あ
る
か
も
検
討
し
た
上
で
、
芦
川
の
こ
の
二
四
条
の
解
釈
が
、
純
粋
に
政
府
の
見
解
な
の
か
否
か
に
つ
い
て

（
川
）
満
水
「
憲
法
宋

に
も
廊
哩
録
が
あ
る
。
）

満
水
「
憲
法
審
議
録
』
第
四
巻
、
四
七
四
百
○
（
尚
、
前
掲
（
注
卵
）
『
帝
国
憲
法
改
正
審
議
録
（
六
）
ｌ
基
本
的
人
権
編
（
上
）
Ｉ
」
八
一
七
頁

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

八
一
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木
村
御
承
知
の
通
り
従
来
の
家
族
制
度
は
戸
主
を
中
心
と
し
た
家
族
制
度
で
あ
り
ま
す
。
戸
主
に
瓶
大
な
る
権
限
を
与
え
て
川
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
御
承
知
の
通
り
結
婚
或
は
住
居
そ
の
他
に
付
て
の
同
意
権
を
総
て
戸
主
は
握
っ
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度

は
、
如
何
に
も
封
処
的
色
彩
を
帯
び
て
隅
り
、
幾
多
の
弊
評
を
生
ず
る
。
こ
れ
は
今
度
の
改
肛
遜
法
に
於
て
、
個
人
の
蝋
厳
と
両
性
の
水
面
的
平
等
と

云
う
も
の
か
ら
立
脚
致
し
ま
し
て
、
所
謂
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
を
無
く
し
よ
う
［
マ
マ
］
と
し
た
所
以
で
あ
り
ま
す
。
（
清
水
『
憲
法
審
議

録
』
第
二
巻
、
五
一
四
ｌ
バ
ー
Ⅲ
頁
）

（
伽
）
こ
の
答
弁
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。

金
森
家
族
制
度
の
問
魍
は
、
私
の
今
迄
研
究
致
し
ま
し
た
所
で
は
、
恵
法
二
十
四
条
は
こ
れ
を
い
け
な
い
と
も
言
わ
な
い
し
、
流
し
い
と
も
言
わ

な
い
。
［
…
］
家
族
制
度
そ
れ
自
身
を
如
何
に
す
べ
き
か
と
云
う
こ
と
に
付
き
ま
し
て
は
、
相
当
幅
の
あ
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
て
居
り
ま
す
。
従
っ

て
こ
の
魍
法
が
些
槌
汀
さ
れ
て
、
如
何
な
る
家
の
制
度
を
設
け
る
か
と
云
う
点
は
、
こ
れ
か
ら
法
律
を
以
て
適
当
な
る
内
海
を
定
む
く
き
も
の
と
考
え
て

居
り
ま
す
。
如
何
な
る
法
律
を
定
む
く
き
か
と
云
う
こ
と
に
付
き
ま
し
て
は
、
臨
時
法
制
調
査
会
で
月
下
研
究
中
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
今
日
な

お
行
屈
い
た
結
論
迄
至
っ
て
鵬
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
（
同
前
『
両
一
六
Ｉ
Ⅱ
一
七
画
）

（
剛
）
こ
の
答
弁
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。

金
森
［
…
］
家
族
剛
体
と
云
う
も
の
を
何
等
か
の
意
味
に
於
て
法
律
上
の
単
位
に
採
入
れ
ま
し
た
時
に
、
そ
れ
に
何
か
馴
々
し
い
戸
主
と
云
う
も

の
が
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
が
先
決
問
題
と
な
り
ま
し
て
、
戸
主
権
が
悪
く
と
も
、
家
族
団
体
を
何
等
か
の
形
を
以
て
保
持

す
る
形
式
が
案
出
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
［
…
］
戸
主
権
は
縦
し
ん
ば
、
或
は
戸
主
は
縦
し
ん
ば
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
に
致
し
ま
し
て
も
、

何
等
か
の
方
法
に
依
っ
て
今
迄
発
達
し
て
居
る
健
全
な
家
族
団
体
が
う
ま
く
存
続
す
る
よ
う
に
す
る
と
云
う
の
も
、
一
つ
の
考
え
だ
と
思
っ
て
居
り
ま

す
。
（
同
前
、
万
二
一
１
Ｋ
二
二
頁
）

（
川
）
こ
の
答
弁
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。

金
森
［
…
］
法
律
の
で
き
具
合
に
依
っ
て
、
実
際
的
な
、
社
会
的
な
、
こ
の
家
族
制
度
に
も
影
騨
を
受
け
る
と
云
う
虞
は
あ
る
［
…
］
。
そ
の
二
者

に
亘
る
関
係
に
於
て
、
こ
の
規
定
［
一
一
四
条
］
の
連
用
は
余
程
能
く
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
斯
う
考
え
て
居
り
ま
す
。
（
同
前
、
五
二
三
頁
）

（
Ⅲ
）
本
圃
文
別

的
で
あ
る
）
。 法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

八
二

（
川
）
堀
内
節
『
家
事
瀞
判
制
度
の
研
究
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
○
年
、
一
○
三
几
画
所
引
の
「
臨
時
扶
制
調
査
会
禰
制
」
（
一
九
川
七
年
七
几
二
Ⅱ
付
、

出
典
は
同
七
月
三
日
官
報
）
を
参
照
。

（
Ⅲ
）
本
文
引
川
部
分
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
示
し
て
お
く
た
め
に
、
こ
の
面
疑
応
容
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
（
次
注
以
降
の
、
Ｍ
極
の
引
川
も
、
同
側
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（
川
）
こ
こ
で
は
、
「
概
念
的
の
家
」
と
、
次
の
「
民
法
上
の
所
謂
家
族
制
皮
」
が
、
対
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
照
は
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
（
詳
細
は

二
歳
で
述
べ
る
）
伐
斐
栄
鰊
迩
民
法
改
正
要
綱
・
草
案
起
蚊
委
圃
の
一
一
門
う
「
剛
念
と
し
て
の
家
族
制
度
」
と
「
民
法
上
の
家
」
の
対
照
・
分
断
と
、
（
一
致
せ

ず
と
も
）
州
当
程
度
飯
極
す
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
（
》
仰
論
（
ｃ
）
と
注
川
参
照
。
）

（
川
）
こ
の
蘭
疑
応
袴
の
主
喫
部
分
を
以
下
に
柵
げ
る
。

》
嚇
山
柵
一
議
口
［
…
］
こ
の
規
定
を
見
て
参
り
ま
す
と
、
も
う
家
は
粟
て
ら
れ
て
し
ま
う
訳
で
す
。
［
…
］
従
っ
て
政
府
と
し
て
は
、
寧
ろ
こ
の
際

そ
う
云
う
家
は
ま
だ
保
作
す
る
の
だ
と
云
う
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
で
、
綺
脳
さ
っ
ぱ
り
と
、
従
来
の
不
測
の
Ⅲ
本
の
対
処
的
な
家
欣
制
吹
と
云
う

も
の
は
粟
て
て
し
ま
う
の
だ
、
斯
う
云
う
風
に
［
…
］
そ
の
点
を
醐
敢
に
ひ
と
つ
言
わ
れ
た
力
が
、
天
下
の
疑
惑
を
寧
ろ
一
柵
す
る
所
以
で
は
な
い
か

と
云
う
風
に
考
え
て
届
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
拍
手
）

木
村
司
法
大
匝
こ
の
二
十
円
条
の
納
果
、
私
は
［
…
］
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
唆
と
云
う
も
の
は
な
く
な
る
、
従
っ
て
民
法
の
所
調
戸
主
家

族
、
あ
の
章
は
な
く
な
る
も
の
と
確
信
し
て
疑
い
ま
せ
ぬ
。
［
…
］
併
し
な
が
ら
［
…
］
親
子
、
犬
州
が
Ⅷ
俺
り
Ⅲ
姫
っ
て
協
同
体
を
』
狐
幟
す
る
、
こ

の
概
念
的
の
家
と
云
う
も
の
は
決
し
て
な
く
な
る
訳
じ
ゃ
な
い
［
…
］
。
現
在
の
民
法
上
の
所
謂
家
族
制
度
と
云
う
も
の
は
、
こ
の
規
定
の
結
果
な
く

な
る
と
云
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
か
と
私
は
信
じ
ま
す
。
〔
…
］
（
以
上
、
流
水
「
憲
法
審
議
録
』
第
二
巻
、
正
二
パ
ー
瓦
二
六
画
）

（
川
）
こ
の
質
疑
応
答
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。

大
河
内
只
今
の
御
答
え
は
憲
法
の
当
然
の
結
果
と
し
て
起
る
御
袴
え
で
あ
る
。
稲
山
委
日
に
対
す
る
御
答
え
に
於
て
も
川
村
義
風
に
対
す
る
御
騨

え
に
於
て
も
、
こ
の
恵
法
を
改
正
し
た
当
然
の
納
果
と
し
て
起
っ
て
来
る
解
釈
上
の
結
果
で
あ
る
と
［
・
・
・
］
承
知
し
て
宜
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

木
村
そ
う
考
え
て
居
り
ま
す
。
（
同
前
、
五
二
八
頁
）

（
川
）
以
上
の
木
村
の
火
叩
弁
仁
に
雄
づ
き
、
【
口
円
の
【
の
】
ゴ
の
『
．
：
旬
ロ
の
幻
の
ぐ
風
ｏ
ｐ
ｏ
ｍ
Ｓ
の
Ｑ
ぐ
】
』
０
８
の
。
□
②
ｂ
ｇ
も
『
・
『
国
○
局
シ
球
の
。
［
曰
、
ｓ
の
句
口
日
身
・
＄

曰
意
刀
弓
回
阻
荷
司
Ｑ
ミ
ョ
ミ
②
．
ご
・
］
・
貝
・
ｚ
ｏ
・
的
・
句
８
２
Ｐ
ｑ
］
忠
Ｐ
ロ
ロ
・
］
の
？
］
漣
・
ロ
・
』
『
郷
及
び
の
【
臼
。
の
『
・
図
Ｑ
く
『
一
○
（
江
の
．
．
．
ｂ
・
］
＠
ｍ
ｍ
８
３
回
の
口
【
８
（
‐

。
。
［
の
（
和
訳
ス
タ
イ
ナ
ー
「
氏
法
典
」
川
二
ｈ
、
と
閃
迎
沈
）
に
於
い
て
、
ス
タ
イ
ナ
ー
が
、
木
村
の
八
Ⅱ
二
八
Ⅲ
発
言
を
引
い
て
（
両
論
文
と
も
引
川
に

仰
も
問
題
あ
り
、
稀
識
Ⅱ
Ⅲ
と
議
耶
速
記
録
禰
軸
騨
外
の
Ⅱ
付
の
鵬
乱
に
よ
る
）
、
政
府
諸
発
言
の
旨
８
口
⑰
一
の
［
の
ゴ
ミ
（
後
行
の
一
几
八
七
年
論
文
で
の
川
譜
）

を
一
門
う
の
は
、
水
付
の
発
言
の
川
に
内
容
が
「
家
」
仔
拙
か
ら
廃
止
に
変
わ
る
の
が
八
Ⅱ
二
八
川
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
妥
当
、
班
法
解
釈
上
の
枠
組
が

②
か
ら
③
へ
根
本
的
に
変
わ
る
の
は
、
九
Ⅱ
一
九
川
で
あ
る
点
に
言
及
が
な
い
の
は
、
不
叫
訓
詳
述
し
な
い
が
、
こ
れ
は
ス
タ
イ
ナ
ー
の
一
几
爪
○
年
の
論
文

（
同
叫
ら
で
は
彼
の
議
馴
速
記
録
の
誤
訳
に
よ
る
。
ス
タ
イ
ナ
ー
側
身
も
少
な
く
と
も
誤
訳
に
は
剣
が
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
は
、
一
九
八
七
年
論

文
腰
Ｑ
く
一
」
Ｃ
ｏ
ｏ
の
．
：
ロ
・
』
忠
で
、
同
発
言
の
訳
川
箇
所
を
微
妙
に
ず
ら
し
て
い
る
点
（
削
除
し
た
箇
所
が
誤
訳
、
一
九
瓦
○
年
論
文
と
比
校
せ
よ
）
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
輔
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

八
三
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（
Ｍ
）
二
章
（
側
述
注
を
含
む
）
で
詳
述
す
る
が
、
『
経
過
』
は
、
仰
も
編
災
の
ｕ
的
自
体
に
、
〈
「
家
」
制
度
は
、
当
時
の
川
本
側
の
氏
法
改
正
関
係
打
［
主
と

し
て
編
者
我
妻
及
び
座
談
会
の
参
加
者
自
身
！
］
が
自
主
的
に
廃
止
し
た
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
占
緬
が
終
わ
っ
た
の
で
占
緬
軍
に
強
制
的
に
廃
止
さ
せ
ら
れ

た
「
家
」
を
似
油
す
べ
き
と
の
〔
当
時
多
々
見
ら
れ
た
］
主
張
は
失
当
〉
と
の
（
一
川
で
は
極
め
て
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
）
主
根
が
銃
み
と
れ
る
。
こ
の
簡
所
も
、

勿
論
耶
後
的
座
談
会
で
あ
り
、
史
料
と
し
て
は
そ
の
点
に
剛
意
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
本
稿
で
一
般
的
に
「
二
次
的
史
料
」
と
し
て
貢
及
す
る
の
は
、

本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
は
、
当
該
史
料
が
「
二
次
的
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
（
例
え
ば
一
九
Ⅲ
六
年
の
民
法
改
正
を
巡
る
状
況
の
究
明
に
際
し
て
は
、

『
経
過
』
は
一
次
的
史
料
と
し
て
の
価
値
・
意
義
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
注
川
所
引
の
文
献
ほ
か
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
妥
当
す
る
。

（
川
）
こ
の
木
材
へ
の
申
し
入
れ
に
つ
き
、
奥
野
健
一
「
毅
然
た
る
先
生
」
有
晁
予
編
『
追
想
の
我
妻
榮
険
し
く
遠
い
道
』
一
粒
社
、
一
九
七
四
年
、
二
四
二

’
二
四
三
頁
も
同
趣
旨
。
但
し
、
こ
の
文
献
も
あ
く
ま
で
馴
後
的
な
二
次
的
史
料
で
あ
る
上
に
（
前
沈
も
参
照
）
、
奥
野
に
よ
る
我
斐
の
追
悼
文
、
し
か
も
両

法
挙
志
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

八
川

（
川
）
こ
の
質
疑
応
答
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。

大
河
内
輝
緋
［
…
］
戸
主
権
は
御
廃
止
に
な
る
と
云
う
こ
と
だ
け
は
、
こ
の
間
御
言
明
に
な
り
ま
し
た
［
…
］
が
、
そ
れ
か
ら
続
い
て
当
然
起
る

べ
き
家
僻
、
呼
統
の
こ
と
や
、
又
今
の
家
族
制
度
の
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
〔
…
］

木
村
そ
れ
は
脱
げ
ま
し
た
。
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
。
［
…
］
家
僑
川
続
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。
均
分
州
続
の
巡
前
を
執
る
こ
と
に
な
っ
て
隅
ろ
の

で
あ
り
ま
す
。
（
》
耐
水
『
懲
法
瀞
談
録
」
第
二
巻
、
Ⅲ
一
一
一
三
Ⅱ
）

尚
、
こ
の
答
弁
に
引
き
続
い
て
、
木
村
は
、
「
家
」
廃
止
が
も
た
ら
し
う
る
問
題
に
つ
い
て
、
（
予
め
存
置
派
の
反
論
に
対
し
て
？
）
配
懲
を
示
し
て
い
る
。

均
分
棚
続
が
農
業
繰
蕎
に
与
え
う
る
問
題
に
つ
い
て
も
「
依
砿
に
瀞
講
中
」
で
あ
り
、
ま
た
「
柧
先
崇
拝
［
…
］
は
Ⅲ
本
の
、
［
…
］
良
い
家
族
制
度
［
…
で

あ
り
…
〕
そ
れ
だ
け
は
是
非
と
も
保
存
し
て
行
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
ぬ
［
…
］
そ
の
点
に
付
て
も
考
磁
し
て
届
る
［
…
〕
」
と
し
て
「
［
…
］
法
制
辮
錘
斑
雰
で
の
煎

案
で
［
…
］
「
系
譜
、
祭
典
及
帆
砿
の
所
行
樅
は
彼
柵
統
人
の
脂
定
又
は
慨
習
に
従
い
Ⅲ
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
稀
之
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
」

〔
…
］
こ
の
線
に
袖
っ
て
、
只
今
立
出
糸
叩
〔
…
〕
」
と
す
る
（
Ｍ
伽
バ
ー
一
一
三
’
五
三
川
Ⅱ
）
。

ま
た
、
明
記
す
べ
き
は
、
質
問
者
の
大
河
内
は
、
新
制
度
（
均
分
相
続
・
遺
留
分
》
案
の
内
容
や
、
「
家
族
制
度
を
強
い
て
維
持
す
る
よ
う
な
規
定
［
…
］

は
、
御
入
れ
に
な
る
こ
と
は
〔
木
村
は
］
御
反
対
で
あ
ろ
う
［
…
］
」
こ
と
（
第
三
款
、
本
文
所
引
の
、
牧
野
に
対
す
る
大
河
内
の
同
趣
旨
の
反
論
も
参
照
）

を
、
積
極
的
・
肯
定
的
に
木
材
に
確
認
し
て
い
る
。
更
に
、
大
河
内
が
、
「
家
」
廃
止
と
い
う
「
［
…
〕
こ
の
改
正
を
楽
に
す
る
［
…
た
め
に
…
］
氏
な
ん
と
云

う
も
の
は
廃
め
れ
ば
向
い
〔
…
〕
」
と
ま
で
跡
み
込
ん
で
提
案
し
た
の
は
、
本
欄
の
並
テ
ー
マ
で
あ
る
戸
脇
法
と
の
側
述
で
も
、
沁
側
に
値
し
よ
う
。
木
村
は

こ
れ
に
対
し
、
い
に
「
只
今
私
は
確
定
的
な
御
然
え
ば
巾
雑
ね
ま
す
が
、
一
説
と
し
て
参
埒
に
し
た
い
〔
…
］
」
と
だ
け
応
え
て
い
る
。
（
以
上
、
同
川
ぺ
〃
三

四
’
五
三
五
頁
）
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す
べ
て
マ
マ
。

（
脇
）
貴
族
院
（

者
と
も
改
正
当
事
者
、
と
い
う
文
献
の
性
格
に
翻
意
す
べ
き
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
腿
）
依
川
精
一
「
戦
後
家
族
制
度
改
雛
と
新
家
族
観
の
成
立
」
型
肥
大
学
社
会
科
学
研
究
所
戦
後
改
革
研
究
会
編
『
戦
後
改
革
Ｉ
課
題
と
視
角
」
型
泓
大

学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
三
○
二
頁
も
、
「
申
し
入
れ
」
の
み
が
要
因
な
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
他
の
状
況
（
具
体
的
に
如
何
な
る
状
況
が
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
は
言
及
は
な
い
も
の
の
）
も
砿
な
っ
て
、
木
村
が
沸
弁
内
容
を
変
え
た
、
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
る
。

（
側
）
こ
の
髄
疑
応
容
の
主
典
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。
（
尚
、
後
注
川
も
参
照
。
）

松
村
山
一
郎
識
且
〔
…
〕
親
子
、
夫
婦
と
巾
し
ま
す
と
、
火
蝿
の
上
に
親
子
が
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
宜
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま

す
か
、
伺
い
ま
す
。
夫
婦
を
中
心
に
し
て
上
に
親
を
眺
め
る
、
下
に
子
を
眺
め
る
と
云
う
思
想
で
宜
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

木
村
こ
の
点
に
付
て
は
、
今
如
何
に
取
計
ら
う
か
と
云
う
こ
と
に
付
て
は
、
我
々
は
考
慮
中
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
主
と
し
て
戸
籍
法
の
問
題
に

な
ろ
う
か
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。
（
耐
水
『
恵
法
瀞
雛
録
』
鋼
二
進
、
爪
二
六
頁
）

（
剛
）
以
上
、
参
議
院
馴
扮
局
編
染
『
帝
国
遼
法
改
正
案
特
別
委
且
小
委
且
会
繁
記
要
』
巳
財
川
法
人
参
友
会
、
一
九
九
六
年
（
以
下
、
『
小
委
ｕ
会
饗
』
巳
と

略
す
）
、
同
榔
、
巻
頭
「
ま
え
が
き
」
二
ｎ
の
み
、
画
勝
り
な
し
）
に
拠
る
。
ま
た
、
撫
識
の
綴
過
に
つ
い
て
、
注
佃
の
同
榔
、
四
’
八
画
ｕ
の
Ⅱ
限
が
、

委
員
会
・
小
委
貝
会
な
ど
の
区
分
に
は
便
利
で
あ
る
。
速
記
録
の
有
無
に
つ
い
て
も
同
「
ま
え
が
き
」
（
お
よ
び
こ
れ
を
引
川
し
た
注
旧
）
参
照
。
こ
の
史
料

は
漢
字
片
仮
名
文
で
あ
る
（
但
し
憲
法
条
文
の
み
漢
字
平
仮
名
）
。
引
用
の
際
は
、
和
川
が
一
部
の
Ⅲ
字
を
新
字
に
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
し
た
ほ
か
は
、

（
剛
）
各
委
員
の
所
属
会
派
や
略
歴
は
、
前
掲
（
桃
川
）
「
小
委
且
会
要
旨
』
、
五
五
’
五
七
画
参
照
。

（
伽
）
以
下
、
同
一
川
三
○
－
三
一
画
。
尚
、
発
訂
背
名
の
前
の
○
印
は
行
略
し
た
。

（
川
）
他
史
料
で
は
、
前
掲
（
注
脳
）
「
貴
族
院
審
議
」
、
二
六
二
－
一
一
六
一
一
一
頁
（
但
し
、
以
下
に
引
用
す
る
と
き
は
、
発
言
者
名
の
前
に
必
ず
付
さ
れ
て
い
る

（
脇
）
貴
族
院
の
前
川
特
別
委
員
会
に
小
委
員
会
が
で
き
、
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
る
怪
純
に
つ
い
て
は
、
「
批
族
院
に
お
け
る
Ⅲ
水
川
忠
法
撫
狼
」
社
川
法
人
尚

友
Ⅲ
楽
部
、
一
九
七
七
年
（
非
売
叩
凹
（
以
下
、
『
枇
族
院
審
識
』
と
略
す
）
、
二
二
○
画
も
参
照
。

（
剛
）
前
掲
（
池
川
）
「
小
委
貝
会
要
』
巳
三
○
頁
。

（
剛
）
『
枇
族
院
に
お
け
る
瀞
識
資
料
橋
本
爽
斐
［
さ
ね
あ
や
］
メ
モ
」
社
川
法
人
尚
友
倶
楽
部
、
一
九
七
三
年
（
非
売
、
四
（
以
下
「
橋
本
メ
モ
』
と
略
す
）

に
、
「
田
所
君
Ｉ
家
族
生
活
ノ
尊
重
ヲ
憲
法
上
ニ
ハ
調
ハ
レ
度
シ
牧
野
君
ヨ
リ
ノ
希
望
」
と
の
文
言
が
あ
る
二
○
七
頁
）
。

（
Ｍ
）
前
掲
（
注
噸
）
『
熾
族
院
審
議
』
、
二
六
二
頁
で
は
懇
談
会
と
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
（
注
川
）
「
小
委
且
会
喫
』
巳
、
三
○
画
に
は
そ
の
旨
の
記
戦
が

な
い
｡ 

(ｕ｝Iｊ 
しへ
、注
後ｌＳ５
ｉｌｉ－ 

；iii ゜院

戦
後
占
航
期
の
民
法
・
戸
翻
法
改
服
過
樫
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

八
五
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る
。
西
洋
風
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
親
子
を
含
む
も
の
と
は
読
め
な
い
。
」
［
傍
線
和
Ⅲ
と
、
「
日
本
の
」
と
明
記
し
て
い
る
。

（
〃
）
同
前
、
該
当
箇
所
（
二
六
三
頁
）
「
民
生
化
」
は
誤
植
で
あ
ろ
う
。

（
脳
）
こ
の
位
置
、
川
村
発
言
の
冒
頭
の
該
当
箇
所
に
、
同
前
、
二
六
三
頁
は
「
実
質
上
可
能
で
あ
る
が
」
と
あ
る
が
、
前
掲
（
注
Ｍ
）
『
橋
本
メ
モ
』
（
一
○

法
学
志
林
第
九
十
五
巻
第
四
号

八
六

「
○
」
印
を
省
略
し
た
）
、
及
び
前
掲
（
注
〃
）
『
楠
本
メ
モ
』
の
一
○
六
’
一
○
九
頁
が
該
当
個
所
○
尚
、
賛
成
・
反
対
者
に
つ
い
て
の
記
録
と
し
て
、
「
橋
本

メ
モ
』
の
注
伽
所
引
の
簡
所
も
参
照
。

（
脳
）
前
掲
（
注
価
〉
『
貴
族
院
審
議
」
、
二
六
二
頁
で
は
、
以
下
の
様
に
、
霜
山
発
言
は
や
や
詳
し
く
、
田
所
発
言
は
「
美
徳
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。

輸
山
［
…
］
第
二
十
四
条
筋
二
項
の
規
定
の
〈
個
人
の
尊
晒
〉
〈
両
性
の
本
蘭
的
平
等
に
ｌ
立
脚
し
〉
と
両
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
・

田
所
親
子
、
兄
弟
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
美
徳
で
は
な
い
か
。

耐
）
爾
山
の
こ
の
発
言
は
、
（
同
人
が
他
箇
所
で
の
発
言
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
様
に
「
家
」
廃
止
論
者
と
一
応
見
な
せ
ば
）
巧
妙
で
あ
る
。
「
前
者
」
な
ら
ば
こ

の
答
、
後
者
な
ら
、
既
に
「
家
」
廃
止
方
針
が
決
定
済
み
で
無
理
、
と
言
う
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。

（
剛
）
こ
の
霜
山
発
言
は
前
掲
（
注
川
）
「
小
委
員
会
要
旨
」
、
一
一
一
○
頁
に
の
み
記
載
さ
れ
て
お
り
、
前
掲
（
注
価
）
「
貴
族
院
審
議
」
、
の
該
当
箇
所
（
二
六
二

頁
）
に
は
な
い
。
本
稿
の
関
連
箇
所
を
、
両
者
の
史
料
で
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
箇
所
と
、
後
注
川
の
筒
一
町
併
せ
て
二
箇
所
を
除
き
、
後
禰
に
も
前
者
記

載
の
発
言
は
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
尚
友
倶
楽
部
の
史
料
も
、
本
章
・
序
節
・
第
二
款
（
史
料
状
況
）
で
指
摘
し
た
様
に
「
事
後
的
な

記
録
に
別
ま
る
」
も
の
の
、
一
定
隈
度
の
正
確
さ
を
持
つ
と
の
批
定
は
で
き
る
（
性
別
参
照
）
。
但
し
、
次
注
参
照
。

（
脳
）
前
掲
（
注
価
）
「
貴
族
院
審
議
』
、
二
六
二
頁
で
は
、
「
浅
井
維
持
さ
れ
よ
う
と
い
う
家
族
は
現
在
の
家
族
生
活
の
こ
と
で
あ
る
の
か
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

更
に
、
前
掲
（
注
伽
）
『
橋
本
メ
モ
」
の
一
○
九
頁
の
、
ノ
ー
ト
右
側
に
拠
れ
ば
こ
の
該
当
箇
所
に
は
以
下
の
発
言
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

浅
井
君
ｌ
維
持
セ
ラ
レ
ム
ト
ス
ル
家
族
ハ
今
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ャ

松
本
君
ｌ
夫
ハ
違
う
、
今
ノ
家
族
制
度
ハ
改
正
ス
ル
ヲ
要
ス
、
〔
マ
マ
］

浅
井
君
ｌ
枠
ヲ
外
サ
ネ
パ
此
ノ
処
二
書
イ
テ
モ
意
味
ナ
キ
ー
ー
非
ズ
ャ

最
後
は
、
前
後
関
係
や
や
不
明
瞭
で
、
「
枠
」
と
は
民
法
上
の
「
家
」
制
度
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
、
本
文
の
次
の
松
本
発
言
へ
続
い
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
批
族
院
瀞
議
」
・
『
小
委
員
会
要
』
巳
と
も
、
議
事
速
記
録
で
は
な
い
だ
け
に
、
や
は
り
幾
つ
か
の
発
言
の
記
録
は
欠
落
し
て
い

る
様
子
が
判
明
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
『
橋
本
メ
モ
」
は
、
審
議
中
に
走
り
書
き
し
た
メ
モ
を
、
五
件
の
み
に
せ
よ
集
め
た
も
の
（
本
章
・
序
節
・
第
二
款

（
史
料
状
況
）
参
照
）
で
あ
る
だ
け
に
、
局
所
的
に
は
、
前
二
背
に
勝
る
史
料
的
価
値
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

（
脳
）
前
掲
（
注
脇
）
「
貸
族
院
審
議
」
、
二
六
三
頁
は
、
こ
の
箇
所
を
、
「
こ
の
二
十
四
条
二
項
の
〈
家
族
〉
は
西
洋
に
存
在
す
る
家
族
制
度
の
よ
う
に
読
ま
れ
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（
川
）
前
掲
（
注
価
）
「
貨
族
院
瀞
議
』
の
こ
こ
に
該
当
す
る
箇
所
（
二
六
三
頁
）
に
は
、
「
（
懇
談
会
を
終
わ
る
）
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
（
注

川
）
『
小
委
日
会
要
』
巳
に
懇
談
会
の
始
め
と
終
わ
り
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
二
頁
に
は
、
「
川
村
竹
治
君
先
刻
の
懇
談
会
に
於
け
る
意
見
の
模
様
を

委
員
長
よ
り
委
員
会
に
報
告
せ
ら
れ
た
い
。
」
と
あ
る
。

（
川
）
こ
の
川
所
・
小
委
日
長
発
言
と
「
（
異
議
な
し
）
」
の
記
録
は
、
前
掲
（
注
剛
）
『
小
委
貝
会
要
旨
』
、
三
二
頁
に
の
み
記
載
さ
れ
て
お
り
、
前
掲
（
注
価
）

「
貴
族
院
審
議
』
の
該
当
箇
所
（
二
六
三
頁
）
に
は
な
い
。
（
尚
、
注
加
・
脳
参
照
。
）

（
皿
）
前
胸
（
注
川
）
『
橋
本
メ
モ
」
巾
の
「
解
説
社
川
法
人
尚
友
倶
楽
部
肌
小
水
野
勝
邦
」
に
拠
れ
ば
、
「
こ
の
間
趣
は
徴
族
院
で
は
妓
初
に
（
本
会
議

第
一
且
沢
田
牛
麿
議
員
が
採
り
上
げ
た
程
関
心
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
〔
…
］
採
決
の
結
果
賛
成
者
少
数
で
否
決
さ
れ
た
。
し
か
し
多
く
の
議
員
は
そ
の

必
要
を
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
否
決
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
松
平
親
義
特
別
委
員
は
曾
て
、
ｎ
分
も
践
成
な
の
で
あ
る
が
、
家
族
の
生

活
を
惑
法
の
法
文
に
表
示
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
述
べ
た
［
＊
左
記
参
照
］
こ
と
が
あ
っ
た
。
若
し
こ
の
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
惑
法
用
語

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
し
、
家
族
制
度
は
否
決
さ
れ
て
も
、
家
族
の
生
活
に
関
す
る
一
項
挿
入
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
」
二
五
一
ｌ

一
流
二
頁
）
＊
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
岡
趣
旨
が
、
後
注
川
所
引
の
、
前
掲
（
注
価
）
『
賀
放
院
審
議
』
、
二
九
四
頁
の
宗
議
日
の
談
話
に
も
あ
る
。

（
畑
）
清
水
「
憲
法
審
議
録
』
第
二
巻
、
五
一
一
四
’
五
二
七
頁
、
殊
に
五
一
一
五
頁
上
段
お
よ
び
五
二
六
頁
上
段
（
最
後
が
、
本
文
の
す
ぐ
次
の
「
思
想
」
に
つ
い

九
頁
）
に
は
、
「
僕
ハ
此
ノ
問
題
ハ
実
質
上
可
ナ
ル
モ
、
民
法
一
一
書
キ
込
メ
ル
可
キ
山
」
と
あ
る
の
で
、
川
村
の
主
張
は
、
〈
こ
の
修
正
案
を
入
れ
る
こ
と
は
突

面
上
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
修
正
す
る
こ
と
な
く
民
法
で
解
決
す
れ
ば
よ
い
〉
と
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

（
伽
）
前
掲
（
注
伽
）
「
橋
本
メ
モ
』
、
’
○
九
頁
の
、
ノ
ー
ト
左
側
の
頁
に
は
、

践
成
者
松
木
Ⅲ
所
山
川

反
対
霜
山
浅
井

○
私
ハ
第
三
章
ハ
個
人
ノ
権
利
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
社
会
生
活
二
付
キ
進
ン
デ
規
定
セ
ル
山
同
様
二
十
四
条
二
家
族
生
活
ノ
尊
亜
モ
此
ノ
処
一
一
人
し
度
シ

と
あ
る
。
こ
の
直
後
、
本
文
に
引
用
し
た
通
り
、
「
報
告
」
す
る
こ
と
に
「
（
異
議
な
し
）
」
で
あ
る
の
で
、
採
決
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
と
な
る
と
、

（
下
條
・
川
村
は
と
も
か
く
）
「
反
対
」
に
宮
沢
が
欠
落
し
て
い
る
理
山
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
「
○
」
印
以
下
の
記
述
の
「
私
」
は
メ
モ
翻
刻
の
様
態
か
ら

は
一
応
橋
本
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
『
小
委
日
会
要
旨
」
に
し
か
記
録
の
な
い
（
次
注
参
照
）
次
の
本
文
引
用
の
箇
所
と
比
較
検
討
す
る
と
、
「
○
」
以
下

の
部
分
は
、
山
所
発
一
一
一
一
口
と
内
容
が
合
致
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
受
け
て
「
小
委
員
長
」
橋
本
自
身
が
「
之
を
［
…
］
報
告
」
す
る
方
向
へ
主
導
し
て
い
る
た

め
、
「
○
」
の
「
私
」
は
、
内
容
上
は
橋
本
・
川
所
の
双
方
か
。
（
メ
モ
の
こ
の
前
後
を
見
た
限
り
で
は
、
○
印
の
に
は
特
定
の
意
味
は
な
く
、
叩
な
る
メ
モ
の

め
、
「
○
」
の
「
私
」
、

マ
ー
ク
の
様
で
あ
る
。
）

戦
後
占
傾
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
爪
過
程
（
三
）
（
和
Ⅲ
）

八
七
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法
学
志
休
第
九
十
五
巻
第
四
号

八
八

て
の
、
注
側
の
苑
】
言
で
あ
る
）
。

（
川
）
前
掲
（
注
脳
）
『
枇
族
院
審
議
』
で
は
、
二
七
一
画
が
修
正
案
捉
川
、
二
七
三
頁
が
採
決
○

（
川
）
二
四
条
の
初
期
成
立
過
程
に
側
与
し
た
佐
藤
遠
火
に
よ
る
牧
野
の
提
案
剛
山
の
理
解
は
、
「
要
す
る
に
わ
が
囚
に
お
い
て
、
親
子
、
兄
弟
、
火
姉
の
綜
合

た
る
家
族
は
、
社
会
化
耐
、
さ
ら
に
は
図
体
Ｍ
念
の
触
礎
で
あ
り
、
す
べ
て
の
教
汀
の
根
本
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
案
に
お
い
て
嚇
姻
の
み
を
規
定
し
て

い
る
の
は
不
備
で
あ
る
と
い
う
に
あ
っ
た
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
『
Ⅱ
本
国
恋
法
成
立
過
程
の
大
緬
造
（
題
資
・
総
第
三
面
互
懲
法
調
査
会
耶
研
局
、
一
九

，
七
年
四
Ⅱ
、
三
八
画
）
。
牧
野
が
「
個
体
」
と
い
う
川
譜
を
突
際
は
使
っ
て
い
な
い
だ
け
に
、
こ
れ
は
佐
麟
に
よ
る
牧
野
（
の
修
正
案
）
の
川
解
を
咄
的
に

示
し
て
い
る
。
尚
、
牧
野
は
、
八
月
二
七
Ｈ
の
参
議
院
本
会
議
（
耐
水
『
憲
法
審
議
録
」
第
二
巻
、
五
一
二
’
五
一
四
頁
）
、
更
に
九
月
一
九
Ⅱ
の
委
員
会

（
同
一
川
五
三
五
’
五
三
九
頁
）
で
も
、
こ
の
岐
終
Ⅱ
と
ほ
ぼ
Ⅲ
局
の
王
強
を
し
て
い
る
。
（
紙
幅
の
凹
係
か
ら
も
訓
愛
す
る
。
）
、

（
、
）
前
掲
（
注
脇
）
「
資
族
院
審
議
」
、
二
九
四
’
五
頁
○
こ
れ
は
、
「
蕊
者
〔
水
野
勝
川
］
の
判
断
に
よ
る
注
」
で
あ
る
（
同
齊
「
（
Ⅲ
）
」
頁
の
説
明
）
。
以
下

全
文
引
川
し
て
お
く
。
「
我
々
」
と
は
、
筆
者
水
野
を
は
じ
め
と
す
る
、
尚
友
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
貴
族
院
「
研
究
会
」
会
派
議
員
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
尚
、

注
Ｍ
参
照
。こ
の
牧
野
修
正
案
は
賛
否
が
可
成
り
接
近
し
て
い
る
。
日
本
の
伝
統
と
し
て
家
族
制
度
或
は
家
族
制
度
の
尊
重
に
つ
い
て
は
賛
成
者
が
多
か
っ
た
。
こ

の
票
に
示
さ
れ
た
よ
り
突
際
に
は
多
い
こ
と
は
Ⅲ
迎
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
投
票
の
結
果
に
お
い
て
は
三
分
の
二
に
達
せ
ず
否
決
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
我
々
も
修
正
に
賛
成
で
あ
っ
た
が
青
票
（
反
対
）
を
投
じ
た
。
こ
れ
に
は
理
山
が
あ
る
。
占
傾
政
簸
は
日
本
の
伝
統
保
存
を
計
［
マ
マ
］
っ
て
は

新
し
い
Ⅲ
本
の
民
主
主
義
側
の
述
設
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
家
族
生
活
そ
の
も
の
の
可
否
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
恥
は
既
に
小
委
風

会
等
で
も
金
森
国
務
大
厄
を
通
じ
て
委
員
の
一
部
で
は
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
。
従
っ
て
特
別
委
員
会
で
の
力
針
を
我
々
は
と
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
宗
武
志
〔
そ
う
た
け
ゆ
き
］
元
議
且
（
伯
・
研
究
）
〔
伯
川
議
ｕ
・
「
研
究
会
」
所
属
］
も
「
家
族
制
皮
は
ア
メ
リ
カ
川
の
方
針
と

し
て
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
Ⅲ
水
側
で
は
家
庭
（
家
族
）
の
人
切
な
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
と
労
え
て
い
た
。
本
会
議
で
こ
れ
を
入
れ
る
修

正
が
川
九
時
、
研
究
会
の
大
河
内
卸
糾
子
爵
が
反
対
論
を
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
側
の
考
え
を
迦
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
窓
肌
的
な

澱
え
方
が
中
心
と
な
っ
た
の
で
、
帖
局
こ
の
修
爪
は
否
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
［
…
］
総
司
令
部
の
人
々
は
法
抓
上
の
学
行
で
は
な
い
。
そ
れ
が
占
伽

躯
の
立
場
か
ら
Ⅱ
本
に
指
示
し
て
い
る
。
日
本
側
で
は
幣
原
箇
川
を
は
じ
め
、
金
森
、
松
本
両
博
士
が
こ
の
槻
な
懲
法
問
題
で
の
議
論
で
は
削
り
切
れ

な
い
も
の
が
お
あ
り
で
あ
っ
た
と
十
分
に
お
察
し
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
倣
な
淑
法
内
溶
に
よ
っ
て
、
Ⅲ
本
を
Ｗ
教
育
し
よ
う
と
し
た
。
ア
メ
リ

カ
側
は
こ
の
慰
法
は
優
れ
て
い
る
と
は
見
て
い
な
い
が
、
こ
の
内
容
に
よ
っ
て
将
来
ア
メ
リ
カ
の
考
え
る
Ⅱ
本
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
う
。
」
と

述
懐
し
て
い
る
の
は
我
々
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
。
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（
、
）
小
委
貝
会
の
、
い
ず
れ
の
記
録
に
も
残
ら
な
か
っ
た
機
会
に
「
金
森
大
厄
の
発
言
で
［
…
］
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
」
可
能
性
も
商
か
ろ
う
か
ら
、
こ
う

し
た
発
言
が
あ
っ
た
事
実
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。

（
川
）
無
論
、
先
ず
、
翌
七
日
に
貴
族
院
で
修
正
が
あ
っ
た
条
項
に
つ
い
て
は
、
回
付
案
が
衆
議
院
の
本
会
議
で
採
決
さ
れ
、
可
決
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
枢
密

院
の
再
度
の
瀞
識
が
（
九
五
巻
二
面
苞
八
肛
頁
の
「
表
２
」
の
年
表
の
通
り
）
一
○
月
一
九
日
か
ら
あ
り
、
二
九
日
に
懲
法
全
体
が
修
正
な
く
可
決
さ
れ
て
い

る
。
差
し
当
た
り
、
佐
瀧
・
佐
藤
、
『
懸
法
成
立
史
」
第
四
巻
、
九
八
二
’
一
○
○
四
頁
参
照
。
二
四
条
に
つ
い
て
は
、
枢
癖
院
で
も
殊
更
蘭
疑
は
さ
れ
て
い

な
い
嫌
で
あ
る
（
同
榔
、
一
○
○
○
頁
参
川
）
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
廠
法
改
正
過
程
（
三
）
（
和
田
）

八
九
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